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1. はじめに                                           

1.1 はじめに 

 「印旛沼流域水循環健全化会議」の取組経緯 

千葉県や流域市町は、水質の改善・生態系保全や治水に対する取組として、下水道整備や

湖沼水質保全計画の策定・実施、治水計画の策定・整備、生態系保全活動などを行ってきま

したが、印旛沼や流域の水質や生態系に明確な改善効果は得られていませんでした。そこで、

抜本的な改善に向けて、流域の健全な水循環のイメージ（図 1.1）を念頭に、水質・親水・生

態系・利水・治水など幅広い視点による流域マネジメントに取組むこととし、2001（平成 13）

年 10 月に「印旛沼流域水循環健全化会議（以降、「健全化会議」）」（虫明功臣委員長《当

時東京大学教授、現東京大学名誉教授》）を発足させました。 

会議発足後、現地調査の結果や取組の実施状況をもとに、流域ごとの問題点や地域特性（農

村域、都市域等）について議論を重ね、2004（平成 16）年 2 月に 2010（平成 22）年を目標年

次として、早期に実現可能な取組と、行政をはじめとする関係者の役割分担を明確にした「印

旛沼流域水循環健全化 緊急行動計画（以降、「緊急行動計画」）」を策定しました。市民団

体が運営主体となり流域住民と行政が意見交換を行う「印旛沼わいわい会議」や、モデル地

域における「みためし行動」等、流域各地で多くの取組を行ってきました。 

さらに、2009（平成 21）年度には、緊急行動計画によって得られた成果を基に、新たな取

組や長期的な取組を追加し、2030（平成 42）年度を目標年次とする「印旛沼流域水循環健全

化計画（以降、「健全化計画」）」（2010（平成 22）年 1 月）を策定しました。この計画で

は、2030（平成 42）年度までに目指すべき将来の印旛沼および流域のイメージと目標を定め、

目標達成に必要な取組と、着実な計画推進のためのしくみを掲げています。しかし、2030（平

成 42）年度までの取組内容を現時点で全て決めることは困難なため、計画期間を約 5 年ごと

に区切り、各期で行動計画を策定することとし、第 1 期行動計画（案）をとりまとめました。 

2015（平成 27）年度は、2014（平成 26）年度に実施した第 1 期行動計画の中間レビューを

踏まえ、第 1 期の期間での取組の成果・課題を整理するとともに、2016（平成 28）年度より

始まる第 2 期行動計画（案）の作成をしました。 

 

 2015 年度 年次報告書について 

本報告書は、2015（平成 27）年度の健全化会議における検討成果や取組を報告するもので

す。なお、「第 1 章 はじめに」及び「第 3 章 計画の進捗管理」に掲載している各種デー

タについては、2015（平成 27）年度にとりまとめを行ったため、その前年度の 2014（平成 26）

年度の結果を記載しています。 



 

2 

【参考】流域の健全な水循環とは 

流域の水の流れと循環のこと、さらには水の流れや循環の過程で生じる諸現象のことを水

循環と呼びます。治水・利水・水質・生態系・親水などの適切なバランスが相互に確保され

る状態を、流域の健全な水循環と呼びます。図 1.1 に流域の健全な水循環のイメージを示し

ます。 

 

 

図 1.1 流域の健全な水循環のイメージ 
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1.2 印旛沼・流域の現状 

印旛沼は、1965（昭和 40）年以降、流域内の人口の増加や市街地の拡大などの影響を受け、

その水質は徐々に悪化し、西印旛沼では 1975（昭和 50）～1985（昭和 60）年頃に最も汚濁し

た状態となり、アオコも頻繁に発生するようになりました。その後、下水道等の対策が進み、

やや改善が見られましたが、最近では、汚濁負荷量（汚れの量）は、年平均 COD=8~10mg/L

程度と横ばいの状態が続いています（図 1.2）。流域から排出される汚濁負荷量は、1980（昭

和 55）年以降、減少してきています。これは、下水道の整備や合併処理浄化槽の普及の効果

により、生活系の汚濁負荷量（家庭からの汚れの量）が減少したことが大きな要因です。一

方で、流域の市街地化は進み、市街地からの汚れ（降雨に伴って市街地の地表面から流出す

る汚れ）の量は増加しています。その結果、現在では、流域から排出される汚濁負荷量は、

家庭からの汚れよりもむしろ市街地からの汚れの割合が大きくなっています（図 1.3）。 
 

 
 
 
 
 

   

   
 
 

 
出典： 
・流域人口、下水道処理人口、汚濁負荷量：千葉県データ（流域人口、下水道処理人口、水洗化人口および汚濁負荷量は、 

湖沼水質保全特別措置法で定められた指定湖沼地域内での統計値であるため、栄町は含まれていません） 
・湖沼水質 COD：公共用水域水質データ 年間平均値（西印旛沼＝上水道取水口下地点、北印旛沼＝北印旛沼中央地点） 
・水生植物種類数：笠井氏らの調査による、「千葉県の自然誌 本編 5」を基に作成しました 

図 1.2 印旛沼の水質と関連する項目の変化 

●’68年：印旛沼開発事業の竣功、アオコが大量発生、コイやフナが大量死 
●’73 年：水生植物の大量枯死、アオコの発生のピーク 

●’84 年：水質ピーク（COD13mg/L） 
‘86 年：湖沼水質保全計画策定 

総合開発事業の予備調査、実施計画調査（‘80-’00） 

第 1期 
 

第 2期 第3期 第4期 第 5期 第 6期 

’01：健全化会議発足 
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※COD（化学的酸素要求量）：水の中の有機物を化学的に分解する時に必要とする酸化剤の量を、酸素の量に換算したもの

をいいます。湖沼や海域の有機性汚濁の指標となります。 
※T－N（全窒素）・T－P（全りん）：水中に含まれる窒素化合物、またはりん化合物の総量のことをいいます。どちらも動

植物の成長に欠かすことのできないものですが、多量の窒素・りんを含む水（家庭排水、工場排水等）が印旛沼に流れ込

むと、それが栄養源となって植物ブランクトンの増殖をまねきます。 

図 1.3 発生要因別の汚濁負荷の推移 
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2. 健全化計画の概要                                     

2.1 健全化計画 

 目次構成 

 

1 印旛沼とは 

1.1 印旛沼とその流域 

1.2 貴重な水源 

1.3 豊かな自然環境 

1.4 農業・漁業 

1.5 受け継がれる文化 

1.6 人が集う憩いの場 

2 印旛沼・流域の現状と課題 

2.1 流域の土地利用と水循環の変化 

2.2 印旛沼・河川の水質悪化とその主な原因 

2.2.1 印旛沼・河川の水質の現状 

2.2.2 汚濁負荷発生原因 

2.3 谷津・里山の環境悪化 

2.4 生態系の変化 

2.5 洪水と治水対策 

2.6 人と水との関わりの希薄化 

3 印旛沼・流域の再生計画と目標 

3.1 計画策定 

3.1.1 検討経緯 

3.1.2 緊急行動計画とその取組 

3.1.3 計画の特徴 

3.1.4 他の計画との関係 

3.1.5 計画の期間・目標年次 

3.1.6 計画の対象区域 

3.1.7 計画の構成 

3.2 印旛沼・流域再生の基本理念と目標 

3.2.1 基本理念と将来のすがた 

3.2.2 印旛沼・流域の再生目標 

3.2.3 目標達成状況を評価する指標 

3.2.4 行動原則～印旛沼方式～ 

 

 

4 印旛沼・流域の再生に向けた取組 

4.1 印旛沼・流域の再生に向けた 101 の対策 

4.2 重点的に進める対策 

4.3 取組の指標と目標値 

4.4 取組による効果 

4.4.1 予測ケース 

4.4.2 予測結果 

5 着実な計画推進のために 

5.1 計画推進の方法 

5.2 印旛沼の 6 者連携 

5.3 モニタリング 

5.4 情報の発信 

 

 

図 2.1 健全化計画 表紙 
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 健全化計画の概要 

 印旛沼・流域再生の基本理念と将来のすがた 

印旛沼は、住民に多くの恵みを与えてきましたが、今、それらの恵みが失われつつあります。

この印旛沼の恵みを次世代に引き継ぐため、目標年次である 2030（平成 42）年度における印旛

沼および流域再生の基本理念を次の通り掲げます。 

 

そして、印旛沼・流域の特徴的な 3 つの風景（谷津・里山、水辺の生き物、沼のほとり）に

対して、図 2.2 に示すような将来のすがた（イメージ）を目指していきます。 

 

図 2.2 将来のすがた（イメージ） 
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 印旛沼・流域の再生目標と評価指標 

印旛沼・流域の将来のすがたを目指すため、5 つの目標と 9 つの評価指標を設定しました（図 

2.3）。これに基づいて、目標の達成状況を評価していきます。 

 

 

                             

図 2.3 印旛沼流域の再生目標と評価指標 

* 

* 印旛沼における目標で、「手賀沼・印旛沼・根木名川圏域河川整備計画」

（2007 年 7 月策定）の目標年次は 2037 年度です。 
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 水循環健全化のための 101 の対策と 8 つの重点対策群 

前記の目標を達成するために、健全化計画では、緊急行動計画での対策実施状況やみため

し行動、わいわい会議での成果を踏まえて、印旛沼の水循環健全化に資する 101 の対策を選

定し、各々について実施期間、実施量、実施内容・実施主体などを定めています。このうち、

特に重点的に進めるべき 8 つの対策群を、表 2.1 に紹介します。 

 

表 2.1 重点的に進める 8 つの対策群と実施内容・実施主体 
重点対策群 主な実施内容 実施主体 

1）雨水を地下に

浸透させます 

住宅、道路における浸透・貯留施設の設置 住民・企業、行政 
学校校庭等を利用した、浸透機能を持った貯

留施設の設置 
住民・企業、行政 

浸透施設の維持管理 住民・企業、行政 
浸透・浄化機能を持った雨水調整池の設置・

改良 
行政 

2）家庭から出る

水の汚れを減

らします 

下水道の整備・接続 住民・企業、行政 
高度処理型合併処理浄化槽の導入等、家庭排

水からの窒素・りんの除去 
住民・企業、行政、研究機関 

浄化槽の維持管理 住民・企業、行政 
家庭でできる生活排水対策の実施 住民、市民団体、行政 

3）環境にやさし

い農業を推進

します 

ちばエコ農業等環境保全型農業の推進 
住民（農家・消費者）、企業

（流通）、行政 
循環かんがい施設の整備 土地改良区・行政 

4）湧水と谷津・ 
里山を保全・

再生し、ふる

さとの生き物

をはぐくみま

す 

湧水と谷津、里山の保全 住民・市民団体、行政 
河川や印旛沼における自然豊かな水辺の再

生・創出 
住民・市民団体、行政 

不法投棄の監視強化 住民・市民団体、行政 
ナガエツルノゲイトウ・カミツキガメ等侵略

的外来種の駆除 
住民・市民団体、行政 

5）水害から街や

交通機関を守

ります 

印旛沼築提 行政（河川管理者） 
河道整備 行政（河川管理者） 
流域対策（各戸貯留、雨水浸透マス設置の整

備、浸透性舗装の整備 等） 
住民・企業、行政 

6）親しみのある

水辺を創造し

ます 
親水拠点の整備 住民・市民団体、行政 

7）かつてあった

水草を再生し

ます 

かつてあった水草の再生を目指した植生帯整備 住民・市民団体・学校、行政 

環境に配慮した印旛沼の水位管理 行政、研究機関 

8）環境学習、流 
域住民の自主

的な行動を活

発にします 

学校での環境学習の実施 
学校、市民団体・研究機関、

行政 

学習会や講習会等イベントの開催 
住民・市民団体・研究機関、

行政 
住民参加型の環境調査の実施 住民、市民団体、行政 
清掃活動の実施 住民・企業、市民団体、行政 
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2.2 行動計画（案） 

 行動計画の位置づけ 

健全化計画は、前述のように、現在から約 20 年後の 2030（平成 42）年を目標年次として、

将来のイメージと目標、必要な取組や計画推進のしくみを掲げています。しかし、2030（平

成 42）年までに行うべき具体的な取組の内容を現時点で全て定めることは困難です。 

そこで、図 2.4 に示すように、計画期間を約 5 年ごとに区切り、各期で行動計画を策定す

ることで、各期において取組む内容を具体的に定めることとしています。 

 

図 2.4 健全化計画と行動計画の関係 

 第 1 期行動計画の目次構成 

 

1. はじめに 

2. 印旛沼・流域の再生目標 

2.1 再生目標 

3. 印旛沼再生に向けた取組 

3.1 取組の方針 

3.2 重点的に進める対策 

3.3 第1期行動計画での取組内容と役割分担 

3.4 取組指標と目標 

3.5 取組による効果 

4. 各河川流域での取組 

5. 計画の推進 

5.1 計画推進の方法 

5.2 印旛沼の6者連携 

5.3 モニタリング 

5.4 情報の発信 

 

※第1期行動計画書（図 2.5）が（案）となっている理由 

第1期行動計画に記載している健全化に向けた各種取組は、印旛沼方式（図 2.6）の1つ

として掲げている「みためし」の考えにもとづき、実施しながら、より効果的な取組に見

直していくものとしています。このため、第1期行動計画も常に更新していくことを踏ま

えて、「案」を付した形で策定しています。 
  

図 2.5 行動計画（案）表紙 
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図 2.6 印旛沼方式 
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3. 計画の進捗管理                                      

3.1 健全化計画における取組の推進と進捗管理 

 2010(H22)年 1 月に策定した「健全化計画」「第 1 期計画」では、5 つの目標や 101 の対

策を掲げるとともに、確実に計画を推進するためとして、取組の実施状況や目標達成状況を

毎年確認（進捗管理）することと定めています。 

 毎年の進捗管理では、健全化計画における目標達成状況や対策実施状況を確認するとと

もに、今後の計画見直しの検討や次期行動計画の策定検討にとって重要な基礎資料となるも

のです。 

 

 

図 3.1 健全化計画での計画推進の考え方 
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3.2 対策の実施状況 

健全化計画で取組指標として具体的な対策量を掲げている 13 種類の取組について、

2014(H26)年度の実施量を整理するとともに、過年度の結果も合わせて示し、目標量との比

較を行いました。 

※第 1 期計画での実施量（2009(H21)～2015(H27)年度の 7 ヶ年分）を単純に 7 で割って算

出した値を単年当たりの計画対策量としました。 

 各対策の実施状況 

 雨水浸透マスの設置基数 

・ 第 1 期行動計画の計画期間 7 ヶ年のうち 6 年が経過しました（6/7＝86％）が、佐倉

市、四街道市、印西市、白井市の 4 市で 86%を超えた進捗となっています。 

・ 市町全体では 85%の進捗となっており、計画の 86%より下回っています。 

・ 設置指導や仕組みの検討だけでなく、雨水浸透マスは設置して年数が経過すると、

マス内に落ち葉や砂等がたまり目詰まりして浸透機能が損なわれる可能性があるこ

とから、清掃等の維持管理も啓発する必要があります。 

表 3.1 雨水浸透マス設置基数(前年からの増加量) 

 

 
 

2015(H27)年
までに

年当たり
2009

(H21)
2010

(H22)
2011

(H23)
2012

(H24)
2013

(H25)
2014

(H26)
2015

(H27) 合計※1

(基) (基／年) (基) (基) (基) (基) (基) (基) (基) (基)
鹿島川流域 23,000 3,286 2,400 2,083 2,361 2,704 2,622 1,912 14,082
高崎川流域 14,000 2,000 1,149 1,016 1,068 1,204 1,398 1,356 7,191
手繰川流域 8,000 1,143 1,677 1,808 1,578 1,355 1,193 1,087 8,698
神崎川流域 11,000 1,572 2,272 2,567 2,395 2,175 2,905 3,436 15,751
新川流域 3,000 429 123 102 148 126 223 200 922
桑納川流域 6,000 858 384 515 519 526 741 558 3,243
師戸川流域 2,000 286 460 521 528 502 623 779 3,414
西印旛沼直接流入流域 3,000 429 450 328 202 300 479 401 2,160
北印旛沼直接流入流域 14,000 2,000 885 1,250 986 1,078 1,323 1,227 6,749
流域全体 84,000 12,003 9,801 10,191 9,785 9,970 11,507 10,956 62,211

第1期行動計画（案）での期間(年度)

流域

第1期行動計画（案）

目標値

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 合計※1

(基) (基) (基) (基) (基) (基) (基) (基)
千葉市 563 231 358 260 69 4 1,484
船橋市 444 612 662 581 1,243 736 4,278
成田市 96 298 0 0 39 17 450
佐倉市 2,419 2,654 2,287 2,239 2,230 1,984 13,812
八千代市 131 122 152 188 277 151 1,021
鎌ケ谷市 6 40 33 6 38 30 153
四街道市 1,627 1,336 1,676 2,116 2,140 1,504 10,399
八街市 570 581 539 435 601 598 3,326
印西市 2,107 2,387 2,421 2,180 2,642 3,223 14,960
白井市 1,173 1,238 1,023 979 1,022 1,703 7,139
富里市 418 353 285 417 527 172 2,172
酒々井町 96 162 105 399 479 700 1,941
栄町 152 177 244 170 199 135 1,077

市町

※1：四捨五入の都合上、個々の値と合計の値が異なる場合があります。 
※2：実際の設置基数が把握できないため、「建築確認申請件数」×「1 件当たりの雨水浸透マス設置基数」から算出しています。 
※3：※2 の算出の際、建築確認申請件数が行政区間全体の値だったため、流域内の申請件数を流域人口比で推定しました。 
※4：建築確認申請件数からの換算数および、実績設置数を組み合わせて算出した。なお、2010 年の千葉市においては、建築確認申請

のうち、行政申請分について、実績数（若葉区、緑区の 7 基）を用いました。 
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図 3.2 雨水浸透マス設置基数の推移 

 
 

図 3.3 雨水浸透マス設置の進捗率 
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 透水性舗装の整備面積 

 

・ 第 1 期行動計画の計画期間 7 ヶ年のうち 6 年が経過しました（6/7＝86％）が、船橋

市、成田市、鎌ケ谷市、富里市、酒々井町で 86%を超えています。八千代市、印西市、

栄町では 2014(H26)年度の整備は行われませんでした。 

・ 市町全体では 62％の進捗となっており、目標を下回っています。 

・ 進捗率の高い市では、道路の新設や改良工事時に、歩道での透水性舗装の整備が実施

されました。 

 

表 3.2 透水性舗装の整備面積(前年からの増加量) 

 

 
※：四捨五入の都合上、個々の値と合計の値が異なる場合があります。 

 

  

2015(H27)年
までに

年当たり
2009

(H21)
2010

(H22)
2011

(H23)
2012

(H24)
2013

(H25)
2014

(H26)
2015

(H27)
合計

鹿島川流域 92,000 13,143 3,993 6,895 7,650 8,875 776 2,935 31,124
高崎川流域 53,000 7,572 8,824 5,135 1,203 6,709 26,457 3,541 51,870
手繰川流域 28,000 4,000 2,440 0 1,086 0 47 3,833 7,406
神崎川流域 50,000 7,143 2,960 3,776 2,265 916 4,000 3,763 17,679
新川流域 15,000 2,143 1,300 0 5,013 132 0 39 6,485
桑納川流域 18,000 2,572 3,428 573 2,366 8,804 4,090 3,296 22,557
師戸川流域 9,000 1,286 0 0 0 0 0 104 104
西印旛沼直接流入流域 14,000 2,000 150 2,169 0 394 725 1,408 4,846
北印旛沼直接流入流域 72,000 10,286 26,931 19,191 17,089 5,719 161 4,152 73,243
流域全体 351,000 50,145 50,025 37,739 36,671 31,549 36,256 23,071 215,313

流域

第1期行動計画（案）

目標値
第1期行動計画（案）での期間(年度)　(㎡)

市町
2009

(H21)
2010

(H22)
2011

(H23)
2012

(H24)
2013

(H25)
2014

(H26)
2015

(H27)
合計

千葉市 708 1,080 3,109 4,547 0 1,524 10,968
船橋市 3,741 618 2,087 4,560 5,321 4,426 20,753
成田市 12,500 5,300 11,753 751 98 1,025 31,427
佐倉市 6,642 2,668 3,764 3,473 271 1,333 18,151
八千代市 0 0 1,160 3,953 0 0 5,113
鎌ケ谷市 1,827 1,856 1,123 352 2,420 84 7,661
四街道市 608 5,533 1,100 1,060 282 906 9,489
八街市 343 302 577 189 0 69 1,480
印西市 9,355 8,561 0 970 0 596 19,482
白井市 650 1,520 608 415 349 0 3,542
富里市 4,281 4,434 303 3,813 6,606 3,658 23,095
酒々井町 3,336 1,010 75 4,147 18,802 970 28,340
栄町 1,170 0 575 0 0 0 1,745
千葉県 4,865 4,857 10,438 3,319 2,107 8,481 34,067
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図 3.4 透水性舗装の整備面積 

 

 

図 3.5 透水性舗装整備の進捗率 
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 貯留施設の整備貯留量 

 

・ 第 1 期行動計画の計画期間 7 ヶ年のうち 6 年が経過しました（6/7＝86％）が、船橋

市、八千代市、鎌ケ谷市、富里市で 86%を超えています。千葉市、八千代市、印西市、

白井市、栄町では 2014(H26)年度の整備は行われていませんでした。 

・ 進捗率の高い市では、民間開発が実施され、開発指導要綱に基づき浸透機能のある貯

留施設の整備が実施されました。 

 

表 3.3 貯留施設の整備(前年からの増加量) 

 

 
※四捨五入の都合上、個々の値と合計の値が異なる場合があります。 

 

 

 

 

  

2015(H27)年
までに

年当たり

(m3) (m3／年)
鹿島川流域 37,000 5,286 5,165 3,151 1,656 2,014 2,692 1,200 15,877
高崎川流域 22,000 3,143 1,120 925 1,568 679 3,623 649 8,563
手繰川流域 13,000 1,858 1,009 2,953 848 563 1,747 732 7,852
神崎川流域 19,000 2,715 1,020 615 285 505 892 1,641 4,959
新川流域 6,000 858 3,977 2,527 664 600 0 0 7,768
桑納川流域 9,000 1,286 4,843 3,434 6,233 4,182 227 3,307 22,226
師戸川流域 3,000 429 0 0 0 0 0 0 0
西印旛沼直接流入流域 5,000 715 156 228 0 41 173 0 598
北印旛沼直接流入流域 26,000 3,715 84 931 1,552 382 1,557 425 4,932
流域全体 140,000 20,000 17,373 14,765 12,807 8,965 10,910 7,955 72,775

目標値
第1期行動計画（案）での期間(年度)  (m3)

第1期行動計画（案）

流域
2009

(H21) 合計
2015

(H27)
2014

(H26)
2013

(H25)
2012

(H24)
2011

(H23)
2010

(H22)

2009
(H21)

2010
(H22)

2011
(H23)

2012
(H24)

2013
(H25)

2014
(H26)

2015
(H27) 合計

(m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)
千葉市 389 618 278 335 452 0 2,072
船橋市 2,598 655 5,946 3,327 227 4,703 17,456
成田市 0 0 125 22 54 89 290
佐倉市 1,542 4,123 780 841 2,009 1,110 10,406
八千代市 6,913 6,644 1,232 2,141 0 0 16,930
鎌ケ谷市 329 325 225 104 892 245 2,120
四街道市 1,571 1,042 773 924 1,803 792 6,906
八街市 435 80 1,152 20 747 30 2,464
印西市 0 0 0 0 0 0 0
白井市 0 0 60 0 0 0 60
富里市 597 609 810 791 2,972 718 6,497
酒々井町 0 665 985 460 781 268 3,159
栄町 0 0 0 0 92 0 92
千葉県 3,000 4 440 0 880 0 4,324

市町
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図 3.6 貯留施設の整備貯留量の推移 

 

 

※データ精査を行ない、見直しを行いました。そのため 2011（H23）年度の報告値と異なりま

す。 

図 3.7 貯留施設設置の進捗率 

 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2009
(H21)

2010
(H22)

2011
(H23)

2012
(H24)

2013
(H25)

2014
(H26)

2015
(H27)

整
備

貯
留

量
(m

3 )

年度

北印旛沼直接流入流域

西印旛沼直接流入流域

師戸川流域

桑納川流域

新川流域

神崎川流域

手繰川流域

高崎川流域

鹿島川流域

年/3m20,000：目標

0

20

40

60

80

100

2008
(H20)

2009
(H21)

2010
(H22)

2011
(H23)

2012
(H24)

2013
(H25)

2014
(H26)

2015
(H27)

進
捗
率

(%
)

年度

鹿島川流域

高崎川流域

手繰川流域

神崎川流域

新川流域

桑納川流域

師戸川流域

西印旛沼直接流入流域

北印旛沼直接流入流域

流域全体

目標ライン

247129



 

18 

 下水道普及率 

・ 第 1 期行動計画の計画期間 7 ヶ年のうち 6 年が経過しました（6/7＝86％）が、下水

道普及率は、2008(H20)年度末 76%から、2014(H26)年度末 78%と増加しており、市町

全体で取組が進んでいます。 

・ 進捗率の高い市では、予定以上に下水道の整備が進み、整備を完了しました。 

・ しかしながら、市町全体での進捗率は約 30％と低くなっています。 

表 3.4 下水道普及率※1と接続率※2 

 

 

 

 
※2012 年度で北印旛沼長門川の数字が増えているのは、栄町のデータを追加したためです。 

※1 普及率：健全化計画では普及率を流域人口に対する水洗化人口（実際に下水道に接続している人口）の割合として定義して進捗

管理を行っています。そのため、農林水産省、国土交通省、環境省で公表している下水道普及率の値とは異なります。 
※2 接続率：下水処理人口（下水道が整備されている地域の人口）のうちの水洗化人口の割合を示します。 
注）第 1 期計画目標値及び現状値は自然流域であるため、2009（H21）年度から示している実績値と異なっています。実績値は毎年調

査を行う必要があることから、千葉県水質保全課が毎年実施している湖沼水質保全計画での指定地域内での下水道普及率の集計

値を使用しています。  

2015（H27）年

までに

普及率

計画値※1 計画値※1 湖沼計画※2

（%） （％） （%） （%） （%） （%） （%） （%） （%） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％）

鹿島川流域 68 63 69 69.93 97 69.84 97 71 97 71 97 72 98 72 98

高崎川流域 69 55 45 47 95 48 96 49 97 49 97 50 97 51 97

手繰川流域 93 89 89 90 95 90 95 90 96 91 96 91 96 91 96

神崎川流域 92 86 86 85 97 85 97 85 98 85 98 85 98 84 98

新川流域 89 85 90 90 98 90 98 90 98 91 99 91 99 91 99

桑納川流域 95 82 81 81 98 81 98 80 98 80 98 80 98 81 98

師戸川流域 93 91 79 81 99 81 99 80 98 80 98 80 99 80 99

西印旛沼直接流域 89 81 81 84 97 84 97 84 96 84 96 85 96 85 96

北印旛沼直接流域 84 78 76 77 97 77 97 78 97 80 98 80 98 80 98

流域全体 84 76 76 77 97 77 97 78 97 78 97 78 98 79 98

2015
（H27）

接続率普及率 接続率普及率 普及率 接続率 普及率

現状

2008
（H20）

2009
（H21）

2010
（H22）

2011
（H23）

普及率
普及率 接続率 普及率

流域

第1期行動計画

（案）目標値
第1期行動計画（案）での期間(年度)

接続率 普及率 接続率

2012
（H24）

2013
（H25）

2014
（H26）

接続率

処理人口 水洗化人口 処理人口 水洗化人口 処理人口 水洗化人口 処理人口 水洗化人口 処理人口 水洗化人口 処理人口 水洗化人口

(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人)
鹿島川 148,555 86,623 84,324 20,628 19,555 107,251 103,879 147,927 85,814 83,689 20,597 19,616 106,411 103,305
高崎川 94,100 46,399 44,271 0 0 46,399 44,271 92,401 46,253 44,355 0 0 46,253 44,355
手繰川 107,514 101,512 96,636 0 0 101,512 96,636 109,120 103,683 98,634 0 0 103,683 98,634
神崎川 133,041 117,342 113,690 0 0 117,342 113,690 134,587 117,700 114,403 0 0 117,700 114,403
桑納川 121,255 100,098 97,913 0 0 100,098 97,913 120,894 99,755 97,563 0 0 99,755 97,563
新川 66,115 60,773 59,598 0 0 60,773 59,598 66,309 60,891 59,807 0 0 60,891 59,807
師戸川 11,819 9,664 9,530 0 0 9,664 9,530 12,572 10,292 10,154 0 0 10,292 10,154
西印旛 23,021 19,949 19,256 0 0 19,949 19,256 22,944 19,886 19,252 0 0 19,886 19,252
北印旛
長門川 59,071 46,440 45,195 0 0 46,440 45,195 59,768 47,384 46,111 0 0 47,384 46,111
合計 764,491 588,800 570,413 20,628 19,555 609,428 589,968 766,522 591,658 573,968 20,597 19,616 612,255 593,584

2010(H22)2009(H21)
合計

流域人口
流域関連公共下水道 単独公共下水道

流域人口
流域関連公共下水道 単独公共下水道 合計

処理人口 水洗化人口 処理人口 水洗化人口 処理人口 水洗化人口 処理人口 水洗化人口 処理人口 水洗化人口 処理人口 水洗化人口

(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人)
鹿島川 147,914 86,660 84,370 21,402 20,516 108,062 104,886 148,904 86,928 84,741 22,107 21,296 109,035 106,037
高崎川 91,666 46,520 44,925 0 0 46,520 44,925 92,879 47,474 45,822 0 0 47,474 45,822
手繰川 109,962 103,864 99,352 0 0 103,864 99,352 111,656 105,313 101,123 0 0 105,313 101,123
神崎川 135,168 117,993 115,111 0 0 117,993 115,111 136,673 118,959 116,136 0 0 118,959 116,136
桑納川 121,152 99,155 97,329 0 0 99,155 97,329 123,123 99,906 98,170 0 0 99,906 98,170
新川 66,200 60,838 59,824 0 0 60,838 59,824 67,891 62,368 61,636 0 0 62,368 61,636
師戸川 12,961 10,578 10,417 0 0 10,578 10,417 13,488 11,007 10,840 0 0 11,007 10,840
西印旛 22,874 19,954 19,116 0 0 19,954 19,116 23,450 20,603 19,786 0 0 20,603 19,786
北印旛
長門川 60,602 48,437 47,170 0 0 48,437 47,170 78,474 50,090 48,939 13,901 13,543 63,991 62,482
合計 768,499 593,999 577,614 21,402 20,516 615,401 598,130 796,538 602,648 587,193 36,008 34,839 638,656 622,032

単独公共下水道 合計

2012(H24)

流域人口
流域関連公共下水道

流域人口
流域関連公共下水道

2011(H23)
単独公共下水道 合計

処理人口 水洗化人口 処理人口 水洗化人口 処理人口 水洗化人口 処理人口 水洗化人口 処理人口 水洗化人口 処理人口 水洗化人口

(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人)
鹿島川 148,489 87,271 85,376 22,341 21,585 109,612 106,961 149,310 87,091 85,202 22,534 21,809 109,625 107,011
高崎川 93,229 47,896 46,266 0 0 47,896 46,266 91,565 48,499 46,898 0 0 48,499 46,898
手繰川 112,210 105,858 101,862 0 0 105,858 101,862 112,066 105,877 101,798 0 0 105,877 101,798
神崎川 136,120 118,390 115,670 0 0 118,390 115,670 136,861 117,310 114,825 0 0 117,310 114,825
桑納川 124,567 101,944 100,088 0 0 101,944 100,088 125,978 103,482 101,668 0 0 103,482 101,668
新川 67,501 61,984 61,286 0 0 61,984 61,286 67,240 61,782 61,214 0 0 61,782 61,214
師戸川 13,977 11,374 11,212 0 0 11,374 11,212 14,464 11,670 11,507 0 0 11,670 11,507
西印旛 22,858 20,085 19,338 0 0 20,085 19,338 22,722 19,977 19,243 0 0 19,977 19,243
北印旛
長門川 78,931 50,918 49,763 13,588 13,215 64,506 62,978 79,152 51,377 50,232 13,464 13,122 64,841 63,354
合計 797,882 605,720 590,861 35,929 34,800 641,649 625,661 799,358 607,065 592,587 35,998 34,931 643,063 627,518

流域人口
流域関連公共下水道 単独公共下水道 合計

流域人口

2013(H25) 2014(H26)
流域関連公共下水道 単独公共下水道 合計
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図 3.8 下水道普及率の進捗率 
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 高度処理型合併処理浄化槽利用人数 

・ 第 1 期行動計画の計画期間 7 ヶ年のうち 6 年が経過しました（6/7＝86％）が、市町

全体の対象人口（流域人口－下水道処理人口）に対する窒素除去型高度処理型の割合

は市町全体で約 10%（高度処理人口：1.7 万人／対象人口：17.2 万人、H26.4.1 時点）

であり、前年度から増加しています。 

※ただし、りん除去型のみの高度処理型合併処理浄化槽の各年の設置基数は把握で

きていないため、この利用人数は窒素除去型等の高度処理型合併処理浄化槽であり、

目標で設定したりん除去型のものではないため、参考値です。 

表 3.5 高度処理型合併浄化槽対象人口に対する利用人数の割合 

 

 

 

 
注）行動計画書での値と本表の値は異なっています。本表での値は毎年調査を行う必要があることから、県水質保全課が毎年

実施している湖沼水質保全計画での指定地域内での下水道普及率の集計値を使用しています。  

第1期行動計画（案）

目標値

2015（H27）年

までに

2008
(H20)

2009
(H21)

2010
(H22)

2011
(H23)

2012
(H24)

2013
(H25)

2014
(H26)

2015
(H27)

鹿島川流域 14 2 3 4 6 7 8 9
高崎川流域 16 1 2 4 5 5 6 6
手繰川流域 29 3 5 6 11 15 16 17
神崎川流域 18 3 5 7 10 12 14 18
新川流域 18 3 6 9 11 13 16 19
桑納川流域 22 4 3 4 9 9 11 10
師戸川流域 25 12 12 20 25 31 35 40
西印旛沼直接流入流域 16 4 5 8 13 15 18 20
北印旛沼直接流入流域 14 4 6 7 10 10 11 12
流域全体 17 3 4 5 8 9 10 11

流域

現状 第1期行動計画（案）での期間(年度)　（％）

流域人口
下水道

水洗化人口
浄化槽対象

人口
高度処理

浄化槽人口
流域人口

下水道
水洗化人口

浄化槽対象
人口

高度処理
浄化槽人口

(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人)
鹿島川 148,555 103,879 44,676 1,517 147,927 103,305 44,622 1,814
高崎川 94,100 44,271 49,829 1,225 92,401 44,355 48,046 1,718
手繰川 107,514 96,636 10,878 560 109,120 98,634 10,486 655
神崎川 133,041 113,690 19,351 988 134,587 114,403 20,184 1,470
桑納川 121,255 97,913 23,342 784 120,894 97,563 23,331 969
新川 66,115 59,598 6,517 413 66,309 59,807 6,502 591
師戸川 11,819 9,530 2,289 274 12,572 10,154 2,418 492
西印旛 23,021 19,256 3,765 199 22,944 19,252 3,692 302
北印旛・長門川 59,071 45,195 13,876 764 59,768 46,111 13,657 946
合計 764,491 589,968 174,523 6,724 766,522 593,584 172,938 8,961

2009（H21） 2010（H22）

流域人口
下水道

水洗化人口
浄化槽対象

人口
高度処理

浄化槽人口
流域人口

下水道
水洗化人口

浄化槽対象
人口

高度処理
浄化槽人口

(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人)
鹿島川 147,914 104,886 43,028 2,434 148,904 106,037 42,867 2,853
高崎川 91,666 44,925 46,741 2,355 92,879 45,822 47,057 2,558

手繰川 109,962 99,352 10,610 1,173 111,656 101,123 10,533 1,603

神崎川 135,168 115,111 20,057 2,049 136,673 116,136 20,537 2,540
桑納川 121,152 97,329 23,823 2,099 123,123 98,170 24,953 2,308
新川 66,200 59,824 6,376 705 67,891 61,636 6,255 825
師戸川 12,961 10,417 2,544 635 13,488 10,840 2,648 810
西印旛 22,874 19,116 3,758 500 23,450 19,786 3,664 549
北印旛・長門川 60,602 47,170 13,432 1,299 78,474 62,482 15,992 1,580
合計 768,499 598,130 170,369 13,249 796,538 622,032 174,506 15,626

2011（H23） 2012（H24）

流域人口
下水道

水洗化人口
浄化槽対象

人口
高度処理

浄化槽人口
流域人口

下水道
水洗化人口

浄化槽対象
人口

高度処理
浄化槽人口

(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人)

鹿島川 148,489 106,961 41,528 3,221 149,310 107,011 42,299 3,614
高崎川 93,229 46,266 46,963 2,656 91,565 46,898 44,667 2,855
手繰川 112,210 101,862 10,348 1,648 112,066 101,798 10,268 1,753
神崎川 136,120 115,670 20,450 2,871 136,861 114,825 22,036 3,931
桑納川 124,567 100,088 24,479 2,667 125,978 101,668 24,310 2,388
新川 67,501 61,286 6,215 1,011 67,240 61,214 6,026 1,122

師戸川 13,977 11,212 2,765 961 14,464 11,507 2,957 1,180

西印旛 22,858 19,338 3,520 644 22,722 19,243 3,479 679
北印旛・長門川 78,931 62,978 15,953 1,774 79,152 63,354 15,798 1,912
合計 797,882 625,661 172,221 17,453 799,358 627,518 171,840 19,434

2013（H25） 2014（H26）
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図 3.9 （窒素除去型）高度処理型合併処理浄化槽利用人数の進捗率 
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 ちばエコ農業による取組耕作面積 

・ 第 1 期行動計画の計画期間 7 ヶ年のうち 6 年が経過しました（6/7＝86％）が、ちばエ

コ農業の取組耕作面積（水稲とそれ以外の合計値）について、2011(H23)年度以降は、 

水稲、水稲以外共に、減少傾向となっています。 

 

 

図 3.10 ちばエコ農業による取組耕作面積の推移 

 

 エコファーマー認定件数 

・ エコファーマー認定件数は、現状（基準年：2008(H20)年度）に比べると増加してい

ますが、2009(H21)年度以降、減少傾向となっています。 

 

 

図 3.11 エコファーマー認定件数の推移 
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※認証耕作面積・認定件数については、印旛沼流域内での集計ができないため、流域 15 市町村（現在は 13 市町）の行

政区域内での総数としています。 
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 特定外来生物の駆除 

・ 第 1 期行動計画の計画期間 7 ヶ年のうち 6 年が経過しました（6/7＝86％）。 

・ ナガエツルノゲイトウは、6 年間で約 21,000ｍ²駆除されました。また、駆除面積は

事業規模と関連しています。ただし、一度防除した箇所において再繁茂が確認されて

います。継続的な駆除とともに、適正な管理方法についての検討が必要です。 

・ カミツキガメは、6 年間で約 3,065 頭駆除されました。2007(H19)年度より鹿島川、高

崎川を中心に防除捕獲が実施されています。 

 

 

 

※ナガエツルノゲイトウ駆除面積：流域 13 市町、県土木事務所及び県自然保護課からの回答を元に作成しました。 

※カミツキガメ駆除頭数：県自然保護課・生物多様性センターからの回答を元に作成しました。 

※印旛沼土地改良区で行っているナガエツルノゲイトウの駆除については、今回の集計には含めていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.12 ナガエツルノゲイトウ繁茂状況(写真左)・カミツキガメ捕獲状況(写真右) 
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 河道整備延長 

・ 第 1 期行動計画の計画期間 7 ヶ年のうち 6 年が経過しました（6/7＝86％）が、鹿島

川、高崎川・桑納川で 86%を超えた進捗となっています。一方で、北印旛沼直接流入

流域では 2014(H26)年度に進捗はありませんでした。 

・ 流域全体では 81%の進捗となっており、目標（86％）より下回っています。 

 

表 3.6 河道整備実績(前年からの増加量) 

 

 

 

※流域 13市町及び県土木事務所からの回答を元に作成しました。 

※鹿島川、高崎川、桑納川、北印旛沼直接以外の流域では実施予定がないため目標値はありません。 

図 3.13 河道整備の進捗率 
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2010
(H22)

2011
(H23)
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(H24)

2013
(H25)

2014
(H26)

2015
(H27) 合計

鹿島川 950 136 0 0 0 50 325 446 821
高崎川 500 72 110 144 60 0 73 66 453
桑納川 3,600 515 958 236 197 621 655 877 3,544
北印旛沼直接（江川） 1,600 229 156 208 0 0 0 0 364
合計 6,650 950 1,224 588 257 671 1,053 1,584 5,377
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 親水拠点の整備箇所数 

・ 第 1 期行動計画の計画期間 7 ヶ年のうち 6 年が経過しました（6/7＝86％）。 

・ 親水拠点の整備箇所数は０箇所です。 

 

※印旛村・本埜村は 2010年 3月に印西市と合併 

図 3.14 親水拠点予定箇所図 （第 1 期計画より） 

※流域 13市町及び県河川環境課からの回答を元に作成しました。 
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 植生帯整備面積(延長) 

・ 第1期行動計画の計画期間7ヶ年のうち6年が経過しました（6/7＝86％）が、2014(H26)

年度は 3 箇所で、計 100m を整備しました。 

・ ただし、植生帯整備が実施された箇所では、整備目的である沈水植物群落の再生まで

は至っていません。 

・ 各整備箇所では、食害対策のためのシェルター設置箇所においては、沈水植物等の水

草の繁茂が確認されています。 

・ 新たな植生帯整備（基盤整備）とともに、既往整備箇所での沈水植物等の水草の繁茂

範囲を広げていくことが課題となっています。 

 

表 3.7 植生帯整備実績（事業実施延長） 

 

 

 

※県河川環境課・県土木事務所からの回答を元に作成しました。 

図 3.15 植生帯の再生進捗状況 
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 水環境をテーマとした環境学習実施学校数 

・ 第1期行動計画の計画期間7ヶ年のうち6年が経過しました（6/7＝86％）が、2014(H26)

年度は、小学校で 64 校、中学校で 5 校でした。 

・ 2014(H26)年度は、中学校での実施数は 2013(H25)年度より減少していますが、小学校

の実施数は増加しており、全体としても 2013(H25)年度より増加しました。 

・ 経年的には、小学校・中学校共に横ばいの傾向です。 

表 3.8 水環境をテーマとした環境学習実施学校数 （単位：校数） 

 

 

第1期行動計画（案）

目標値
現状

2015(H27)年
までに

2008
(H20)

2009
(H21)

2010
(H22)

2011
(H23)

2012
(H24)

2013
(H25)

2014
(H26)

2015
(H27)

小学校 7 45 39 39 61 51 64
中学校 1 9 6 10 9 11 5
合計 8 54 45 49 70 62 69

第1期行動計画（案）での期間（年度）

区域内
学校数

実施
学校数

区域内
学校数

実施
学校数

区域内
学校数

実施
学校数

区域内
学校数

実施
学校数

区域内
学校数

実施
学校数

区域内
学校数

実施
学校数

北総 99 36 39 6
千葉市 6 0 4 1 6 3 4 1 6 1 4 1
船橋市 13 6 8 1 15 6 8 0 15 5 8 2
成田市 3 0 2 0 3 1 2 0
佐倉市 23 0 11 1 23 7 11 2
八千代市 11 3 6 1 11 7 6 0 11 3 6 1
鎌ケ谷市 0 0 0 0 0 0 0 0
四街道市 12 3 5 0 11 4 4 1
八街市 8 4 4 0 8 4 4 1
印西市 16 9 6 1 16 8 6 2
白井市 8 4 4 2 8 3 4 0
富里市 3 1 0 0 3 1 0 0
酒々井市 2 1 1 0 2 1 1 0
栄町 3 1 1 1 3 1 1 0

小学校 中学校
区域内
学校数

実施
学校数

区域内
学校数

実施
学校数

区域内
学校数

実施
学校数

区域内
学校数

実施
学校数

区域内
学校数

実施
学校数

区域内
学校数

実施
学校数

北総

千葉市 6 1 4 0 6 1 4 0 0 0 0 0

船橋市 15 5 8 2 15 0 8 0 15 0 8 0

成田市 29 11 10 0 25 2 10 0 25 4 10 2

佐倉市 23 12 11 0 23 8 11 0 23 8 11 0

八千代市 22 12 11 3 22 12 11 3 22 22 11 0

鎌ケ谷市 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 5 0

四街道市 11 5 4 0 12 7 5 1 12 5 5 0

八街市 0 0 0 0 8 3 4 0 9 7 4 0

印西市 16 6 6 2 16 4 6 3 16 7 6 1

白井市 9 4 5 1 9 5 5 2 6 6 2 2

富里市 3 2 0 0 3 2 0 0 8 3 3 0

酒々井市 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0

栄町 6 2 2 1 6 3 2 1 6 1 2 0

2009 (H21) 2010 (H22) 2011 (H23)

2012 (H24)

小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校

小学校 中学校
2013 (H25) 2014 (H26)

小学校 中学校
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 3.16 水環境をテーマとした環境学習実施学校数 
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 WEB サイトいんばぬま情報広場のアクセス件数 

・ 第1期行動計画の計画期間7ヶ年のうち6年が経過しました（6/7＝86％）が、2010(H22)

年度は直前にリニューアルを行ったため、2009(H21)年度と比較してアクセス数が約

2.0 倍に増加しました。その後、減少傾向となっていましたが、2014(H26)年度は再び

アクセス数が増加しました。 

・ 2014(H26)年度は 11 ヶ月で目標の 2,000 アクセスを超えていました。 

表 3.9  Web サイトいんばぬま情報広場アクセス数の推移 

 

 

 

※県河川環境課からの回答を元に作成しました。 

図 3.17 Web サイトいんばぬま情報広場アクセス数の推移 
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 施策進捗状況のまとめ 

 計画の取組状況として、13 の取組指標の進捗状況を示しました。 

・ 具体的な数値目標のある指標のうち、WEB サイトのアクセス数は、目標を超える進捗

となっていました。その他、ちばエコ農業の耕作面積、エコファーマー認定件数、特定

外来生物の駆除、環境学習実施学校数は、基準年（2008(H20)年度）と比較して増加して

いました。 

・ 一方で、下水道普及率や高度処理型の合併処理浄化槽人口、植生帯整備延長など進捗の

悪い対策もあり、第 2 期に向けてより取組を支援する体制が求められています。 

 
図 3.18 対策進捗状況  

・まだまだ達成できていません 
・一層の取組努力が必要です 

・達成できています 
・着実に進んでいます  

・86％は、6/7より算出。計画期間 7ヶ年のうち 6年
が経過しているため。 

・100%になると第 1期行動計画での目標値を達成。 
※ほとんどが窒素除去型の実績 

2015(H27)年度目標 

2014(H26)年度段階 

重点対策群 取組指標
現状

（2008(H20)年
度）

第一期行動計画（案）

(2009(H21)～2015(H27)

年度：7ヶ年）
2014(H26)年度実績

進捗度合
評価

1　雨水浸透マスの

設置基数
約1.2万基/年 8.4万基増

0.7万基増

（Total 5.8万基増）

2　透水性舗装の整

備面積
約5万m2/年 35万m2増

2.4万m2増

（Total 21.6万m2増）

3　貯留施設の整備

貯留量
約2万m3/年 14万m3増

0.8万m3増

（Total 6.7万m3増）

1　下水道普及率 76% 84% 79%

2　高度処理型合併

浄化槽利用人数

対象人口の約3%
（約5,000人）※

約17％ 0.2%

1　ちばエコ農業によ

る耕作面積

水稲：246ha
水稲以外：398ha 増加

水稲：258ha
水稲以外：369ha

2　エコファーマー認

定件数
407件 増加 448件

④湧水と谷津・里山を保
全・再生し、ふるさとの生
き物を育みます

1　特定外来生物の

駆除
侵入・拡大 侵入・拡大させない

　　カミツキガメ86頭駆除

　　ナガエツルノゲイトウ

　　　　　　　　0m2
駆除

⑤水害から街や交通機関
を守ります

1　河道整備延長 約4,800m
約11,450m

（約6,650m増）

1,584m増

（Total 5,377m増）

⑥親しみのある水辺を創
造します

1　親水拠点の整備

箇所数
0箇所 1箇所以上 検討中

⑦かつてあった水草を再
生します

1　植生帯整備面積

(延長)
約760m 8,000m

100m
（延べ延長 1,925m）

1　水環境をテーマと

した環境学習実施
学校数

延べ8校
(モデル校として実施）

増加 69校

2　WEBサイトいんば

ぬま情報広場のアク
セス数

約800アクセス/月 2,000アクセス/月
（1,200アクセス増）

2,429アクセス/月
（1,629アクセス増）

①雨水を地下に浸透させ
ます

②家庭から出る水の汚れ
を減らします

③環境にやさしい農業を
推進します

⑧環境学習、流域市民の
自主的な行動を活発にし
ます

74%

62%

48%

31%

0%

86%

86%

81%

16%

71%

0% 50% 100%

86%
↓

延べ348校

検討をすすめている

2008(H20)年から

16.3ha減

2008)H20)年から

カミツキガメ1,908頭駆除、

ナガエツルノゲイトウ 21,427m2駆除

2008(H20)年から

41件増
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3.3 目標達成状況の評価 

 計画における目標 

 健全化計画及び第 1 期計画では、恵み豊かな印旛沼・流域の再生に向け、5 つの目標を設

定しています。 

 さらに、その目標に関連する 9 項目の評価指標と目標を設定し、これらを指標として目標

達成状況を評価しています。 

 

 

図 3.19 5 つの目標と 9 つの評価指標 
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 各目標に対する進捗状況 

 水質 
目標達成 
評価指標 

2015(H27)年度目標 

水質 
クロロフィル-a：年平均 75μg/L 以下 

COD：年平均 7.5mg/L 以下 

1) 達成状況 

A) クロロフィル-a 

・ 2014(H26)年度は 2013(H25)年度と比較して、西印旛沼では 2013(H25)年度とほぼ同

様となり、北印旛沼ではやや上昇しています。 

B) COD 

・ 2014(H26)年度は西印旛沼、北印旛沼共に 12mg/L であり、2012(H24)年度とほぼ同様と

なっています。 

C) 取組の方向性 

・ 植物プランクトンの栄養である窒素やりんについて、流入河川の濃度は横ばいか上

昇の傾向が見られていることから、沼内にはまだ栄養塩類が多く、COD のもととな

る植物プランクトンが増加しやすい状況にあると推測されます。そのため、窒素、

りんの削減を進めていく必要があります。 

 

 

図 3.20 水質（クロロフィル a、COD）の推移 
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 アオコ発生 
目標達成 
評価指標 

2015(H27)年度目標 

アオコ発生 アオコの発生が目立たなくなる 

1) 達成状況 

・ 2014(H26)年度は 2013(H25)年度に比べ、アオコの発生が確認された箇所・日数ともに

減少しており、昨年度発生日数が多かった阿宗橋付近や大和田機場吸水槽において

特に減少しています。 

2) 取組の方向性 

・ アオコは気象条件等の影響を受けるとともに、クロロフィル a 濃度は増加している

ことから、引き続き、栄養塩である窒素、りんの削減を進める必要があります。 

 

 

図 3.21 アオコの発生状況と発生日数 

アオコの発生状況 
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 清澄性 
 

 
 
 
 
 

 

1) 達成状況 

・ 佐倉ふるさと広場地点（西印旛沼）での見透視

度調査結果を用いて達成状況を整理しました。 

・ 調査開始当初は見透視度が0mとなる時期もあ

りましたが、2014(H26)年度も含め近年では 0.1

～0.3m の範囲で推移し、年度平均を見ても横

ばいで推移しています。植物プランクトンが減

少する冬季に見透視度が上昇する傾向が見ら

れています。 

2) 取組の方向性 

・ 見透視度は、水中の懸濁物質の量に影響を受け

るため、これを低減させる取組として、流入負

荷削減や沼内の水生植物群落の再生を行い、水

質改善、底泥の巻き上げ抑制を進めていく必要

があります。 

                            図 3.22 見透視度計のイメージ 

 

 

 

図 3.23 見透視度調査結果（佐倉ふるさと広場） 
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 におい 

 
目標達成 
評価指標 

2015(H27)年度目標 

におい 臭気が少なくなる 

1) 達成状況 

・ 柏井浄水場原水の水質検査結果（千葉県水道局）によると、2005(H17)年度以来、

2014(H26)年度も含めて、藻臭や下水臭、かび臭などの臭気が記録、観測されていま

す。 

・ 2013(H25)年度と 2014(H26)年度を比較すると、下水臭、かび臭、腐敗臭の発生が若干

増加していますが、全体の傾向に大きな差は見られません。 

2) 取組の方向性 

・ においは、アオコ等、植物プランクトンの増殖状況により影響を受けるため、アオコ

対策や COD、クロロフィル a の改善と同様に、植物プランクトン増殖を抑制するた

めの対策を行う必要があります。 

 
図 3.24 柏井浄水場原水（印旛取水場の臭気） 発生月数  
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 水道に適した水質 
目標達成 
評価指標 

2015(H27)年度目標 

水道に適した水質 2-MIB、トリハロメタン生成能が改善する 

1) 達成状況 

・ 2-MIB については、2030(H42)年度の目標値である 0.1μg/L を大幅に上回った状態で

したが、近年は減少傾向にあります。2014(H26)年度では年最大 0.12μg/Lと 2013(H25)

年度から減少しており、ピークである 2008(H20)年度の 1.9μg/L と比較すると大幅に

減少しています。 

・ トリハロメタン生成能については 2009(H21)年度から上昇に転じていましたが、

2013(H25)年度に大幅に下降して、2014(H26)年度も同様に 0.109mg/L となりました。 

2) 取組の方向性 

・ 2-MIB はアオコから生成されるため、アオコの発生を抑制することが重要です。前述

でのアオコ対策と同様に、流域対策・沼内対策を実行していく必要があります。 

 

 
 
 

 
 

図 3.25 2-MIB(年最大値)、トリハロメタン生成能(年最大値)の推移（柏井浄水場原水） 
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 利用者数 
目標達成 

評価の視点 
2015(H27)年度目標 

利用者数 増加する 

 

1) 達成状況 

・ 2013(H25)年度に比べ、チューリップ・コスモス祭りへの参加人数が 5 万人ほど増加

しており、これに伴い総利用者数が減少しています。 

・ 定期的な利用が見込まれることから利用者数増減の指標となる「佐倉ふるさと広場」、

「サイクリング」、「屋形船」の利用者数については、2013(H25)年度に比べ「佐倉

ふるさと広場」、「屋形船」が減少し、「サイクリング」が増加傾向となっています。 

2) 取組の方向性 

・ イベント時だけでなく、周辺住民が日常的に印旛沼を利用できるように、人が水に親

しめるようなスペースや拠点等の整備が必要です。 
 

 
※2011(H23)年度は東日本大震災の影響により、参考値扱いです。 
※船橋市が行っている市内全域を対象とした清掃活動については、市全体と流域内の人口比で換算しています。 
※データ出典：各流域市町（各種イベント）佐倉市観光協会（各種イベント、佐倉ふるさと広場、サイクリング、屋形船） 

図 3.26 利用者数の比較 
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※データ出典：佐倉市観光協会 

図 3.27 佐倉ふるさと広場とサイクリング・屋形船・環境・体験フェアの利用人数の推移 
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 湧水 
目標達成 
評価の視点 

2015(H27)年度目標 

湧水 印旛沼底や水源の谷津で

豊かな清水が湧く 

1) 達成状況 

・ 注目地点としている加賀清水湧水について、2013(H25)年度は、前年度に引き続き枯

渇した日数はゼロでした。なお、加賀清水公園内にある湧水池からの流出がなくなっ

た場合を枯渇としてカウントしています。 

2) 取組の方向性 

・ 雨水浸透マス普及のために作成した「印旛沼ルール」を確実に実施するとともに、広

く発信し、浸透対策の取組を推進します。 

・ モニタリングを継続し、長期的な視点で取組効果を把握します。 

 
 

 
図 3.28 加賀清水での浸透マス設置と湧水池の枯渇日数 

 
図 3.29 印旛沼流域の湧水濃度 
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 生き物 
目標達成 
評価指標 

2015(H27)年度目標 

生き物 
・かつて生育していた沈水植物が再生する 
・特定外来生物を侵入・拡大させない 

1) 達成状況 

・ 印旛沼内では、西印旛沼で 2 工区、北印旛沼で 5 工区において植生帯整備を実施し、

沈水植物の繁茂状況に応じて、食害防止シェルターを設置して、沈水植物の再生を進

めています。 

・ 植生帯整備箇所における植生調査の結果、植生帯整備箇所の土浮東工区付近では沈

水植物が繁茂していることが、確認されています。表 3.10 にこれまでに再生した種

を示します。 

・ 特定外来生物であるナガエツルノゲイトウについては、ナガツルノゲイトウ管理計

画（案）を作成し、効果的、効率的な管理方法を検討し、継続して防除を実施してい

ます。 

2) 取組の方向性 

・ 引き続き、植生帯整備工区での沈水植物の再生を進めていくことが必要です。図 3.30

に植生帯整備状況を示します。 

 

図 3.30 植生帯整備状況 
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表 3.10 これまでに再生した種 

  

 これまでに再生した種 
浮葉植物

(12 種) 
ウキクサ、アオウキクサ、サンショウモ、ガガブタ、アサザ、ヒシ、オニビシ、ヒメビシ、トウビシ、

トチカガミ、ヒシモドキ、ハス(野生化) 

沈水植物
(27 種) 

イヌタヌキモ、ミズヒキモ、ヒルムシロ、ヒルムシロ属、エビモ、ササバモ、ガシャモク、インバモ、

ホザキノフサモ、ヒロハノエビモ、イトモ、リュウノヒゲモ、ヤナギモ、センニンモ、マツモ、ミズオ

オバコ、クロモ、セキショウモ、コウガイモ、ムサシモ、イバラモ、トリゲモ、オオトリゲモ、イバラ

モ属、ホッスモ、シャジクモ属、フラスコモ属 
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 水害 
目標達成 
評価指標 

2015(H27)年度目標 

水害 治水安全度が向上する 

1) 達成状況 

・ 2013(H25)年度は台風 26 号の影響により避難準備情報が発令され（成田市防災メー

ル）、印旛沼流域では 2004（H16）年以降 9年ぶりに、浸水被害がありました（710.02ha）。

2014(H26)年度の浸水被害はありませんでした。 

2) 取組の方向性 

・ 浸水被害の発生は、降雨状況にも影響されるため、長期的な期間で目標達成状況を確

認していく必要があります。 

・ 河川改修だけでなく、降雨時の流出抑制のため、貯留・浸透対策等の流域対策を連携

して取組んでいく必要があります。 

 

 

図 3.31 印旛沼流域における浸水被害状況の推移 
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 目標達成状況とりまとめ 

以上より、9 つの目標達成指標について、表 3.11 にその進捗と評価を示します。 

表 3.11 目標の達成状況 
目標達成 
評価指標 

2015(H27)年度 
目標値 2014(H26)年度の達成状況 

水質 

★クロロフィル a 
:年平均 75μg/L 以下 
★COD:年平均

7.5mg/L 以下  

前年度と同じ：クロロフィルａは、前年度と比

較して西印旛沼では同じ（150μg/L）、北印旛

沼ではやや上昇しています（110μg/L）。 
COD は、前年度と比較して西印旛沼ではやや

減少（ 11mg/L）、北印旛沼では同じです

（12mg/L）。 

アオコ発生 ★アオコの発生が目

立たなくなる  

前年度より 1 ランクアップ：観測されたアオコ

の発生状況は、前年度と比べて発生箇所数、日

数共に減少しています。 

清澄性 ★透明度が改善する 
:0.5m 程度 

 

前年度と同じ：前年度とほぼ同じ 0.1~0.3m 程度

で横ばいです。 

におい ★臭気が少なくなる 
 

前年度と同じ：下水臭、かび臭、腐敗臭等の臭

気が前年度よりやや多く観測されました。 

水道に適した水質 
★2-MIB、トリハロ

メタン生成能が改善

する  

前年度と同じ： 2-MIB は前年度より減少して

0.12μg/で、トリハロメタン生成能は前年度と

同じ 0.109mg/L でした。トリハロメタンは

2013(H25)年度に大幅に減少しています。 

利用者数 ★増加する 
 

前年度と同じ：総利用者数は前年度と比べて増

加していますが、利用者数増減の指標となる、

「佐倉ふるさと広場」、「屋形船」については

減少し、「サイクリング」が増加傾向となって

います。 

湧水 
★印旛沼底や水源の

谷津で豊かな湧水が

湧く  

前年度と同じ：注目地点としている加賀清水湧

水について、前年度と同様に枯渇した日はあり

ませんでした。 

生き物 

★かつて生育してい

た沈水植物が再生す

る 
★特定外来生物を侵

入・拡大させない 
 

前年度と同じ：植生帯整備箇所では、印旛沼固

有の沈水植物の再生に成功しましたが、群落の

拡大には至っていません。 
ナガエツルノゲイトウは、流域全体に分布して

いる状況ですが、桑納川などでは効果的な駆除

の取組を始めました。カミツキガメは、継続的

に駆除が行われていますが根絶には至ってい

ません。 

水害 ★治水安全度が向上

する 
 

前年度と同じ：2014(H26)年度は浸水による被

害は報告されていません。 

  （評価の凡例） 

 
 

・まだまだ達成できていません 
・一層の取組努力が必要です 
・悪化の傾向にあります 

・達成できています 
・着実に進んでいます 
・改善の方向です 
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4. 印旛沼・流域の健全化に向けた取組を推進するために                       

8 つの重点対策群に整理されるように、印旛沼流域の水循環健全化にあたっては、様々な取

組を推進していく必要があります。 

そこで、図 4.1 に示すような各分野別にワーキング（以下、WG）等を立ち上げ、それぞれ

の専門家や市民・関係者が連携して関連する取組を推進していくこととしています。 

以降に、各取組の実施内容を示します。 

 

図 4.1 健全化会議の組織体制 
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4.1 浸透および市街地面源負荷削減対策  

 背景と目的 

印旛沼流域は、戦後の高度成長とともに人口が増加し、特に首都圏に近い流域の西部にお

いて市街化・宅地化等が進み、土地利用が変化しました。図 4.2 に過去と現在の土地利用の

変化を示します。市街地化・宅地化されることで、それまで土壌であった地面がコンクリー

トやアスファルトで覆われます。すると、雨水が地下に浸透しにくくなり、湧水が減って、

平水時の河川流量が減少するとともに、降雨時の表面流出（雨水が地下浸透せず地表面を流

れること）が増加し、道路冠水や住宅浸水や洪水等の水害の危険性が高くなります。 

そこで、コンクリートやアスファルトで覆われて、雨水が地下に浸透しにくくなったとこ

ろに雨水浸透マスや浸透側溝を設置するなど、雨水を地下に浸透させる対策の推進を行って

います。 

 

 

 

図 4.2 印旛沼流域の土地利用の変化 
  

現在（2010(H22)年）

流域西部での市街化
（千葉ニュータウン等）

過去（1965(S40)年代初頭）

過去 現在

市街地等の増加 約10% ⇒ 約30%

農地（田 + 地） 過去 現在

の減少 約60% ⇒ 約40%

※地形図から判読
宅 地：住宅
市街地：密集住宅弛、

工場等

※10mメッシュ土地利用
宅 地：一般低層住宅地
市街地：工業用地、密集低層住宅地

、中高層住宅地

※

※

※

※

(国土地理院 地形図(1/25000)、航空写真を元に作成) (数値地図 5000 (土地利用)国土地理院 2000 を元に作成) 
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 2014（平成 26）年度までの取組成果と課題 

2014（平成 26）年度までの取組成果と課題を図 4.3 に示します。浸透 WG での主な成果は、

雨水浸透マスを普及させるための印旛沼ルールを作成したこと、市街地面源負荷削減対策の

一つである調整池改良についての技術書（調整池改良の手引(案)）を作成したことです。 

 

図 4.3 浸透 WG でのこれまでの取組内容と成果 

 

 2015（平成 27）年度の実施内容 

 印旛沼ルールの活用による雨水浸透マスの普及・促進 

印旛沼ルールを活用して雨水浸透対策の普及を進めていくため、行政及び住民、建築関連

業者に対して表 4.1 に示す取組を実施しました。 
 

表 4.1 印旛沼ルールを活用した雨水浸透マスの普及・促進のための活動内容 

No 活動内容 

1 ・ホームセンター等の販売業者と連携した印旛沼ルール及び補助制度の周知 

2 ・建築関連業者への浸透機能に配慮した雨水浸透マス設置の啓発 

3 
・民間建築確認審査機関と連携した雨水浸透マスの普及促進 

・印旛沼ルール制定による雨水浸透マスの普及効果の把握 

4 ・他流域における取組との連携による印旛沼ルールの周知 
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図 4.4 配布した POP 

 

 

 

図 4.5 店舗でのＰＯＰの設置状況 

  

佐倉市
補助制度チラシ

雨水貯留タン

雨水貯留タンク
に関わるPOP

雨水浸透マス
印旛沼ルール
周知チラシ

雨水貯留タンク
に関わるPOP
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図 4.6 ホームセンターへのヒアリング（アンケート）の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.7 排水設備工事業者へのアンケートの実施  

雨水浸透マスを設置した割合 

雨水浸透マスを設置する理由 



 

49 

 

 調整池改良の展開 

印旛沼流域内の調整池改良は、主な管理者である市町が実施することを推進するとともに、

実施する場合は WG がバックアップを行うことですすめています。 

調整池により、堆積の傾向や環境問題の発生状況、維持管理の容易さや管理の予算が異な

り、すべての調整池に適用できる維持管理方法はないため、改良を行なったあとの調整池に

おける維持管理の実績を蓄積し、維持管理の参考事例とすることとしました。 

表 4.2 改良を行なった調整池の維持管理の実施状況 

 

 

 

 

図 4.8 調整池の維持管理実施前後の様子 

  

・船橋市前原西調整池の管理状況

加賀清水調整池
（施行直後） （5年半後）

・佐倉市の調整池の状況
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 雨水浸透マス、調整池改良以外の市街地面源負荷削減対策 

雨水浸透マスや調整池改良以外の市街地面源負荷削減対策について、透水性舗装の維持管

理問題が提起されたため、透水性舗装について、既往文献調査を実施しました。 

表 4.3 透水性舗装の機能低下の事例 

 

 

 2016（平成 28）年度以降の方針 

2016（平成 28）年度以降の方針を図 4.9 に示します。浸透 WG では、大きく分けて 3 つの

取組を行います。これまでの取組の成果である印旛沼ルールを活用して雨水浸透マスの普及

促進を行います。また、調整池改良を展開していきます（放射性物質の影響を考慮）。さら

に、雨水浸透マスや調整池改良以外の雨水浸透対策・市街地面源負荷削減対策を実施してい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.9 浸透 WG の今後の方針 
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4.2 生活排水対策 

 背景と目的 

 りんの排出負荷量の削減の必要性 

生活系の負荷について、下水道の整備※や合併処理浄化槽の普及が進んだ結果、2014（平成

26）年の COD・全窒素（T-N）は 1985（昭和 60）年に比べ大きく減少しています（図 4.10）。

全りん（T-P）も 1985（昭和 60）年の半分程度の量になりましたが、排出負荷量全体に占め

る割合は COD・全窒素（T-N）よりも高い状態です。印旛沼の水質改善のためには、全りん

（T-P）の流入負荷を削減することが効果的と考えられており、生活排水における全りん（T-

P）の削減に力を入れていく必要があると考えています。 
 ※印旛沼流域下水道として終末処理場で処理された 13 市町の生活排水や工場排水は、印旛沼には直接流入しません。 

 
図 4.10 印旛沼流域における発生要因別の年間排出汚濁負荷量の変化 

 

全りん（T-P）について、排出負荷量の詳細な内訳を見ると、通常型合併処理浄化槽からの

排出負荷量の割合が最も多く、次いで単独処理浄化槽の割合が大きくなっています（図 4.11）。 

 

図 4.11 全りん（T-P）の生活系排出汚濁負荷量（kg/日） 

市街地・

農地等

4,928

市街地・

農地等

5,786

産業671
産業383

生活

4,504 生活1,286

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

1985年 2014年

COD(kg/日)

10,103

7,456

市街地・

農地等

2,210

市街地・

農地等

2,197

産業

675 産業300

生活

1,896

生活830

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

1985年 2014年

全窒素（kg/日)

4,781

3,326

市街地・農地等

101

市街地・

農地等

118

産業

138
産業

84

生活

222

生活

110

0

100

200

300

400

500

1985年 2014年

全りん（kg/日)

461

312

自家処理

0.000

し尿処理 6 

単独処理浄化槽33 

高度処理型合併処理浄化槽13 

合併処理浄化槽55 

農業集落排水 3 

0

20

40

60

80

100

120

2014年

全りん 生活系内訳（kg/日）



 

52 

 目的 

印旛沼の水質改善の重要な課題である、「生活排水の排出汚濁負荷の削減」への対策とし

て、健全化計画では、「家庭から出る水の汚れを減らします（重点対策群 2）」を 8 つの重点

対策群の１つに位置づけています。 

そこで、家庭から出る水の汚れである生活系排出汚濁負荷の削減、特にりんの負荷削減の

実現に向けて、関係者が連携して、効果的な対策を検討・実践することを目的としています。 

 

 取組むべき対策 

生活排水対策は主に各家庭での取組となるものですが、行政が主体的に取組むことができ

る対策としては、以下の 3 点が挙げられます。 

①生活排水対策に関する制度化の検討 

②市町が主体となった生活排水対策の推進 

③固形りん除去剤の実用化に向けた検討 
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 2014（平成 26）年度までの取組成果と課題 

これまで家庭でできる生活排水対策として、モデル地域として佐倉市の清水台団地（約 40

戸、下水道未整備区域）を選定し、地元自治会、住民との協働で、家庭でできる生活排水対

策を実施しました。約 1 年半の取組と、取組終了後 2 年のフォローアップを通じて、生活排

水対策実施に対する住民意識に一定の定着効果があることを確認しました。 

行政中心の取組としては、生活排水対策推進のための制度化の検討や、新たな技術開発と

して、浄化槽排水から効果的にりんを除去するための固形りん除去剤の効果・普及効果につ

いての検討を進めました。検討を進める中で生活排水負荷削減のためにすべきメニューの整

理を行っていますが、これらを具体的に実施していくことが今後の課題となっています。 

 

 

図 4.12 生活排水ＷＧの目的、内容、成果、課題 
  

取り組み指標 現状／H20 目標／H27 実績（累計）／H26

下水道普及率 76％ 84％ 79％

高度処理型合併浄化槽※

利用人数
対象人口の約3％
(約5,000人)

対象人口の
約17％

対象人口の
10％

課題

取組み
内容

目的

固形りん除去剤の実用化

成果

既設浄化槽でのりん除去促進

モデル地区（清水台）に
おける生活排水対策・モニタリ

ングの実施

全国先進事例（条例や補助制度
等）に関するヒアリング･

情報収集・整理

印旛沼流域市町の生活排水対策
の実態調査・課題整理

固形りん除去剤の技術開発

住民の生活排水対策の
習慣化

単独処理浄化槽やくみ取り処理からの転換促進、
窒素・りん除去型浄化槽の普及 実用化に向けては費用面や住民

の実施負担に課題

流域市町の生活排水対策の現状把握

市町の予算・人員体制的制約

フィールド実践計画の作成
⇒2013（H25）年度

八街市で実践

制度（条例や補助等）
による生活排水対策の促進

住民意識啓発による
家庭からの負荷の削減

＜みためし行動＞
家庭での生活排水対策の実践 制度化 市町との連携

市町が主体となった
生活排水対策の推進

勉強会の開催

りん除去効果の確認

行政が主体となって実施すべき
対策メニューの抽出

下水道未接続の解消

浄化槽の維持管理に対する住民意識の向上、行政による維持管
理状況の把握、適正管理の徹底、およびこれらの推進に向けた
仕組みや方策の検討

浄化槽での実験
(効果モニタリング)

生活排水対策に関する
流域市町ヒアリング・

アンケート

取組指標
達成状況

※りん除去型はほとんど
普及していない（0.2%）

流域市町の取組みにて
流域に展開

フォローアップ調査
パンフレット等による啓発
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 2015（平成 27）年度の実施内容 

 市町等担当者勉強会の開催 

生活排水対策（特にりん除去の必要性）について、下記の情報を共有し理解を深めることで、

市町に生活排水対策のさらなる実施を促すことを目的として開催しました。 

・ 嵐山町の PFI 方式による市町村設置型浄化槽整備事業の紹介 

・ 印西市での浄化槽の適正管理指導についての報告 

・ 浄化槽メーカーからの窒素・りん除去型高度処理浄化槽についての紹介 

 

 浄化槽市町村整備推進事業の実現可能性についての検討 

現状の補助制度のみでは浄化槽の設置が進まないことから浄化槽設置に関する他自治体市

町等の事例調査を行い、印旛沼流域への適用可能性を探ってきました。 

今回、浄化槽市町村整備推進事業を進めておりかつ PFI として進めている嵐山町にヒアリン

グを行い、事業実施の背景・経緯・整備状況について、印旛沼流域への適用性の検討を進める

ための調査を行いました。 

 

 維持管理に関するチラシの作成・活用 

印旛沼と沼に流入する水路や河川の水質を保全する上で、浄化槽の役割が重要であること、

また適正管理の徹底が必要不可欠であることを、市町の担当者から住民にアピールするために、

チラシ案を作成しました。 

 

 2016（平成 28）年度以降の方針 

2015（平成 27）年度に実施した生活排水対策推進のための実施内容を踏まえて、制度化の

ための検討の方向性を整理します。また、市町と連携したりん除去型浄化槽の普及方策およ

び維持管理方策の検討を他県等の事例を参考にしながら行っていきます。固形りん除去剤の

普及の実現性も含め、生活排水中からより効果的にりんを除去できる方策について、流域市

町や企業等と連携して検討していきます。  
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4.3 環境にやさしい農業の推進 

 背景と目的 

印旛沼流域における農地には、台地上に位置する畑と、低地に位置する水田があります。

農地は流域面積の約 37％を占め、農業は印旛沼流域での主要産業の一つとなっています。 

農業生産を行う上で、農作物の生育を促すための施肥は不可欠ですが、農地、特に畑で利

用されずに残った肥料成分（窒素成分等）が河川や地下水に流出し、印旛沼の水質に影響を

及ぼすことがあります。そのため、健全化計画では、環境にやさしい農業の推進を重点対策

群の一つとして位置づけ、農業ワーキングを中心として、農地からの汚濁負荷削減に取組ん

でいます。 

 

 2014（平成 26）年度までの取組成果と課題 

これまで、大きく以下の 3 つのテーマに基づき、取組を進めてきました。 

・ 冬期湛水による効果検証 

・ 土壌診断に基づく適正な施肥量の使用による地下水および農作物への影響調査 

・ ちばエコ農業等の環境にやさしい農業の普及・促進 

 
これまでの取組成果と課題は以下の通りです。 

 

 

図 4.13 これまでの取組内容と成果 

 

 

課題

取組
内容

目的

成果

ちばエコ農業の普及促進に向けて、
現在の状況把握、普及の問題点や方策整理

・ちばエコ農業等の普及促進に関する課題を整理

印旛沼への施用窒素量を軽減していく
方策の一つとして流域への展開が必要 生産・流通・消費の一体的な取組が必要

冬期湛水による
効果検証

ちばエコ農業等の環境にやさしい農業の普及・促進適正施肥農業
による効果検証

・脱窒効果による周辺地下水
の窒素濃度の低下を確認

・生物多様性への寄与を確認
・冬期湛水報告書の作成、
発信

・適正施肥により
収量への影響が
少ないことを
確認

・流出先の湧水の
窒素濃度の低下
をモニタリング
により確認

施肥が湧水に
与える影響の把握

冬期湛水による
水質改善の効果検証

・モデル地区（萩山新田
干拓地）にて、冬期湛水
農業の試行

・モニタリングの実施
・流域への展開方法検討
・冬期湛水報告書の作成、
発信

・モデル地区（立沢
地区）にて、
適正施肥農業の
試行

・モニタリング
の実施

・流域への展開方法
検討

【流通】
・ちばエコ農業の
販売状況の
整理

・流通業者への
ヒアリング

【生産】
・ちばエコ農業の実施
状況の整理

・ちばエコ農産物
生産者意識調査

・環境にやさしい農業
の先進事例の整理

【消費】
・印旛沼流域環境体験フェア等
イベントを通じた
環境にやさしい農業の
普及啓発活動

・学校と連携した環境にやさしい
農業の普及啓発活動

・行政関係機関での情報の共有、環境にやさしい農業の普及方策に係る協議

【生産】
・リスクが伴う
メリットが少なく
取り組む生産者が
少ない

【消費】
・消費者に十分認知されていな
い。

【流通】
・ちばエコの
取扱い店が
少ない
・収量が安定せず
大規模な販売に
向かない

※農業WGとは別の取組である
みためし行動冬期湛水による
取組

※みためし行動冬期湛水に
得られた成果であるが、
必要に応じて農業WGで活用

テーマ 
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 2015（平成 27）年度の実施内容 

 生産・流通・販売が一体となった環境にやさしい農業の推進 

環境にやさしい農業を推進するためには、生産・流通・消費の各段階での取組が必要です。

このため、農業ワーキングでは、生産者への働きかけはもちろんのこと、環境にやさしい農

産物の流通の仕組みづくりや、環境にやさしい農産物を買い支える消費者の意識向上など、

生産・流通・販売それぞれの面から、環境にやさしい農産物の一体的な普及促進を図ること

を目指し、関係者との調整や仕組みの検討を行ってきました。 

2015（平成 27）年度は、印旛沼流域水循環健全化会議、県農林部局、JA 全農ちば、印旛沼

周辺の 4JA（JA 富里市、JA 成田市、JA いんば、JA 西印旛）、スーパー、消費者等の関係者

が連携し、環境にやさしい農業の推進や消費者への普及の方策等について検討を進めてきま

した。 

 

図 4.14 生産・流通・販売が一体となった環境にやさしい農業の推進イメージ 

 

 環境にやさしい農作物の PR 

環境にやさしい農産物の価値や魅力を消費者の皆様に知っていただくため、環境にやさし

い農業に取組む農業者との連携により、イベント等での出展を通じて、PR 活動を行いました。

イベントにおいては、商品の包装やディスプレイ等において、環境にやさしいことを伝える

演出の工夫を行い、消費者から好評を得ることができました。 

また、イベント参加者を対象に行ったアンケート（シールアンケート形式）の結果では、

多少値段が高くても環境にやさしい農産物を購入したいという意向を持つ人が半数以上を占

めることがわかりました。 
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図 4.15 イベントにおける環境にやさしい農産物の PR 

  （2015(H27)年度 いんばふれ愛フェスタ） 
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 2016（平成 28）年度以降の方針 

生産・流通・消費の視点から、環境にやさしい農業を推進するため、生産者・流通事業者

との連携を図りながら、環境にやさしい農産物の販売促進や PR、生産者のインセンティブ 

を高める仕組み等について検討していきます。 
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4.4 生態系保全 

 背景と目的 

かつての印旛沼流域は、谷津や豊かな湧水などにより、動植物の良好な生息環境が保たれ、

印旛沼や流域河川には水草（水生植物）が広く生育し、水循環の健全化に寄与していました。 

しかし近年、里山の荒廃や谷津の埋め立て、また、河川や水路のコンクリート化や印旛沼

の水質悪化、貯水池化による水深増加、外来生物の侵入・拡大により、多くの在来動植物が

減少・消失するなど、生態系は劣化しています（図 4.16）。 

緊急行動計画のもと進めてきた「みためし行動」では、水辺の生物の生息環境として重要

な、河川・水路に生育する「水草（水生植物）」の分布を把握するため、2005（平成 17）年

度から 2013（平成 25）年度まで“水草探検隊”を実施し、印旛沼流域の水草（水生植物）の

分布実施を把握しました。 

さらに、2010（平成 22）年に策定した健全化計画では、「湧水と谷津・里山を保全・再生

し、ふるさとの生き物をはぐくみます（重点対策群 4）」が 8 つの重点対策群の 1 つとして位

置づけられています。これを達成するために実施するべき対策は多岐に渡ります。そこで、

まず生態系に著しい影響を与える動植物の管理から着手、実行することとし、取組を実施し

ています。 

【過去：昭和 30 年代】 

 

【現在】 

 

図 4.16 印旛沼流域の生態系の変化 
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 2014（平成 26）年度までの取組成果と課題 

これまで実施してきた取組を大きく 2 つに分類し、2014（平成 26）年度までの成果と課題

を図 4.17 に整理しました。 

 
 

図 4.17 これまでの成果と課題 

 

＜流域生態系の把握＞ 

 ・水草探検隊は、ほぼ流域全体の河川で開催し、その結果を水草マップへと取りまとめを

行い、WEB サイトにて公開しました。 

 ・流域生態系の把握手法としては、生物多様性センターが実施している「生命のにぎわい

プロジェクト」の仕組みを活用して収集していく方向性とすることとしました（どのよ

うに印旛沼流域のデータを増やしていくのかなど、具体の仕組みづくりは今後の課題

です）。 

＜生態系に悪影響を及ぼす動植物への対策＞ 

 ・印旛沼・流域における従来の生態系に悪影響をおよぼすと考えられる動植物のリストア

ップを行い、対策の重要性の分類を実施しました。 

・生態系に悪影響を及ぼす動植物の中でも、印旛沼・流域で特に対策の緊急性が高く重点

的に取組むべき種として、特定外来生物であるナガエツルノゲイトウの管理計画「印旛

沼流域における要管理植物の管理計画（案）」の作成を行いました。 
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管理計画（案）は、生態系管理において用いられている「順応的生態系管理」の手法

を取り入れて作成しています。順応的生態系管理は、「現状の把握⇒目標の設定⇒計画・

設計⇒施工⇒管理」の手順を関係者が情報を共有しながら行うこと、また、必要に応じ

て柔軟に計画の見直しを行うことを基本的な考え方とします。 

管理計画（案）に従って、南部川でナガエツルノゲイトウの駆除効果の確認を行い

ました。 

 

 2015（平成 27）年度の実施内容 

今年度は、特定外来生物であるナガエツルノゲイトウの管理計画「印旛沼流域における要

管理植物の管理計画（案）」に基づいて、桑納川において、大規模群落の駆除と協働駆除作

戦（継続駆除）を実施し、駆除効果のモニタリング、地域協働による効果的な駆除方法の試

行を行いました。大規模群落の駆除は６月に実施し、その後、５回継続駆除を行いました。 

また、５回目の継続駆除では、現状のナガエツルノゲイトウの生息状況を把握するため、

桑納川と神崎川の繁茂箇所の上流端確認調査も行いました。 

 

図 4.18 2015（H27）年度の取組状況 

 

 

 

 

 

 

図 4.19 大規模群落の駆除・協働駆除・UAV によるモニタリングの様子 

 

 

写真提供：近藤教授（千葉大学） 
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表 4.4 協働駆除作戦の参加団体 

市民団体 

環境パートナーシップちば、ＮＰＯ法人オイコス、里山むつみ隊、上総

掘り伝承の会、里山の四季を楽しむ会、八千代市ほたるの里づくり実行

委員会、ヤマトミクリの里づくり協議会、神崎川を守るしろい八幡溜の

会、印旛沼探検隊 

大学・研究機関 
東邦大学、千葉大学、茨城大学、日本大学、明治大学、高知大学、 国

立研究開発法人土木研究所 

企業 ㈲大洋土つくりセンター、㈱フコックス 

利水者 印旛沼土地改良区、印旛沼二期農業水利事務所、千葉用水総合管理所 

行政 千葉市、八千代市、千葉県 

 

 

 

 

図 4.20 継続駆除による駆除量の変化 
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 2016（平成 28）年度以降の方針 

ナガエツルノゲイトウの駆除については、本年度の取組により、大規模群落の駆除方法、協

働駆除の可能性、継続駆除の効果が確認されました。今後は、駆除の実践しつつ、処分方法

も含めた駆除方法の確立を目指します。 

表 4.5 2015(H27)年度の取組成果と平成 2016(H28)年度の方針 

目的･目標 2015(H27)年度成果 課題 2016(H28)年度管理方針 

治水リスクの

軽減 

・桑納川の大型群落の

流出は、ある程度抑制で

きた。 
（10 月洪水で大規模な

流出は確認されなかっ

た） 

・大和田排水機場への流出は続

いている。治水リスク低減はさら

に必要。 
・桑納川からもなお、群落の流出

はあった。（航空写真の比較から） 
・桑納川以外からの流出もあっ

た（神崎川の大群落は消失してい

た）。 

流出を最小限にするために、 
・桑納川の大群落を優先的に駆除

し、低密度管理を行う。 
・神崎川で流出の可能性のある群落

をチェック・監視、必要に応じて駆

除。 
・監視体制を構築。（監視カメラな

ど） 

管理方法の確

立 

・継続除去により、再繁

茂が抑制されることを

確認した。 
・大群落の除去方法の

手順を確認した。 
・農地での繁茂状況を

確認した。 

・効果的な大規模群落の駆除、広

範囲の群落の駆除のための体制

を確立する必要がある。 
・人材の動員、大量の廃棄物の処

理方法、費用。（H27 の実績を活

かす） 
・供給源（農地）への対策を検討

する必要がある。 

・大量の除去の処分方法、体制をつ

くる。（処分方法の確立） 
・堆肥化、リサイクルによる有効活

用の試行。→地元の業者との協働 
・供給源対策（農地）のための検討

開始。 

地域との協働 
・多くの主体が関わり、

作業と合意形成をしな

がら協働で実施するこ

とができた。 
 

・駆除の大規模化と供給源への

対策の必要性から、活動の広がり

が必要。 
・継続的に実施しなくては、効果

がなくなってしまうため、長期間

活動できる仕組みが必要。 

・活動の広がり→一般市民、事業者、

大学生との協働の広がりを仕掛け

る。 
・情報発信と呼びかけ、巻き込みを

進める。 
・長期活動→自主的、主体的な協働

の組織体制づくり。担い手を生み出

す取組。 

 

 

図 4.21 2016(H28)年度の取組区間 
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4.5 環境学習の推進 

 背景と目的 

子どもたちが印旛沼にふれあい、印旛沼への認識を深め、印旛沼と流域について考える機

会を創出すること、また子どもたちを通じて親世代の水環境保全に対する意識啓発を図り、

地域・流域の環境全体へと関心を広げる契機とすることを目的として、印旛沼環境学習を推

進しています。 

 

 2014（平成 26）年度までの取組成果と課題 

 印旛沼流域モデル校における環境学習の支援 

子どもたちが印旛沼にふれあい、印旛沼や流域について考える機会を創出するため、印旛

沼流域内の小・中学校からモデル校を設定し（設定期間は 3 年）、印旛沼流域水循環健全化

会議が印旛沼環境学習をサポートしています。2005（平成 17）年度から 2014（平成 26）年度

までのモデル校数は、17 校です。今後は、モデル校における取組の継続性を高めるとともに、

その成果やノウハウを流域に広げていくことが必要です。 

表 4.6 モデル校一覧 

年度 学校名 

2005 
2006 成田市立公津小学校 佐倉市立王子台小学校 印旛村立六合小学校 

2007 佐倉市立志津小学校 佐倉市立千代田小学校 印旛村立宗像小学校 

2008 佐倉市立印南小学校 印旛村立宗像小学校 佐倉市立井野中学校 

2009 佐倉市立印南小学校 印旛村立宗像小学校 佐倉市立井野中学校 

2010 白井市立白井第一小学校 酒々井町立酒々井小学校 佐倉市立佐倉東中学校 

2011 印西市立いには野小学校 佐倉市立佐倉東小学校 佐倉市立染井野小学校 

2012 佐倉市立佐倉東小学校 佐倉市立染井野小学校 四街道市立中央小学校 

2013 佐倉市立佐倉東小学校 佐倉市立染井野小学校 四街道市立中央小学校 

2014 八千代市立大和田小学校 八街市立八街北小学校 四街道市立中央小学校 

 

 教員研修会の実施 

教員自身が印旛沼の環境を実際に体験することで、印旛沼旛環境学習の実践を促すことを

目的として、印旛沼流域の小中学校の教員を対象に、教員に対して 2007（平成 19）年から毎

年開催しています。今後は、教員にとってより有意義な研修会となるような、プログラムの

工夫等を行っていくことが必要です。 
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 2015（平成 27）年度の実施内容 

 流域小中学校における水環境学習の展開と流域への啓発 

2015（平成 27）年度は、下記の 3 校をモデル校として、印旛沼環境学習のサポートを行い

ました。2015（平成 27）年度からは、印旛沼環境基金と連携し、印旛沼環境基金が金銭的な

サポートを行い、健全化会議では学習内容に関する提案や必要な情報の提供、講師の派遣等

を担う体制をとりました。また、地域の方を講師として招いたり、地域の方へヒアリングを

行ったりすることで、学習の効果を高めました。さらに、印旛沼環境基金が主催する助成事

業成果報告会（2016（平成 28）年 1 月 22 日）において、モデル校における取組成果が発表さ

れ、その成果やノウハウを多くの方に知っていただくことができました。 

 
表 4.7 モデル校での実施概要 

モデル校 学年 主な学習内容 

八千代市立 
大和田小学校 
（モデル校 2年目） 

4年生 

 ６/16：印旛沼に関する講義（講師：堀田座長） 
 ９/17：印旛沼の現地学習（講師：堀田座長、桑波田
委員、小倉委員） 
 11/11：大和田排水機場の見学 

八街市立 
八街北小学校 
（モデル校 2年目） 

4年生 
 10/6：「川の汚れ浄化ゲーム」の学習（講師：環境研
究センター・熊谷氏） 
 10/29：印旛沼の現地学習 

印西市立 
船穂小学校 
（モデル校１年目） 

3・4 
年生 

 5/19､26：印旛沼の講義「船穂の里山について」（講
師：小倉委員） 
 10/24：「ふなほまつり」における発表会（前日に最
終リハーサル） 

 

 
図 4.22 大和田小学校における環境学習の様子 

（2015(平成 27)年 9 月 17 日の印旛沼の現地学習） 
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 教員研修会の実施 

印旛沼流域の小中学校の教員を対象に、教員研修会を開催しました（2015（平成 27）年 7

月 29 日開催、参加者合計 20 名）。昨年度に引き続き、印旛地区教育研究会環境教育研究部

との連携により開催することで、環境学習に関心の高い先生方に参加していただくことがで

きました。研修会では、印旛沼湖上視察や湧水調査など現地での体験のほか、佐倉学におけ

る取組発表などが行われました。また、今年度の新たな試みとして、紙の昆虫制作や生態系

のつながり体験など、体験型のプログラムを取り入れ、効果を高める工夫を行いました。 

 
図 4.23 教員研修会の様子  

 

 2016（平成 28）年度以降の方針 

 印旛沼をテーマとした環境学習の広がりと定着に向けて、モデル校における成果の取りま

とめや発信に努めるとともに、環境学習に取組む学校や教員へのサポート体制の充実を図

ります。 

 市民や市民団体と、学校とのマッチングの仕組みづくりに向けた検討に着手します。 

 印旛沼に関する市民の学びを推進します。 
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4.6 市町連携（市町みためし） 

 背景と目的 

市町が主体となった、「市町みためし」は、緊急行動計画の期間中から継続して実施して

います。2005（平成 17）年度から開始し、2015（平成 27）年度で 11 年目となりました。 

この「市町みためし」の目的は次のとおりです。 

・ 印旛沼流域の水循環健全化に向け、流域 13 市町が主体となった｢市町みためし行動｣を

実践し、その成果を流域全体に広げていくことで、流域一体となった取組を展開して

いきます。 

・ 流域住民により近い市町が取組の主体となることで、住民の印旛沼流域水循環健全化

に対する意識改革や取組につなげます。 

 

 2014（平成 26）年度までの取組成果 

「市町みためし」における同じ取組が連続している場合、毎年、前年度の取組を検証し、

課題を改善して取組むように促してきました。これまでの各市町での取組内容は表 4.8 の通

りです。 
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表 4.8（1） 2005（平成 17）～2014（平成 26）年度の市町みためし行動 

市町 
平成 17年度 

実施 
平成 18年度 

実施 
平成 19年度 

実施 
平成 20年度 

実施 
平成 21年度 

実施 

千葉市 
・ふれあい自然観察会

「鹿島川流域の水源と

谷津田を訪ねて」 
・湧泉の実態調査 ・湧水調査 ・湧水調査 ・湧水調査 

船橋市 

・水質調査方法の指導員

の養成 
・「調査員と歩くふなば

し自然散策マップ」 

・「調査員と歩くふなば

し自然散策マップ」 
・戸建住宅への浸透桝

設置促進 
・戸建住宅への浸透桝

設置促進 
・戸建住宅への浸透桝

設置促進 

成田市 
・高度処理型合併処理浄

化槽の導入 
・高度処理型合併処理

浄化槽の導入 

・高度処理型合併処理

浄化槽の導入 
・坂田ヶ池自然観察会 

・高度処理型合併処理

浄化槽の導入 
・坂田ヶ池自然観察会 

・坂田ケ池親子自然観

察会 
・高度処理型合併浄化

槽の導入と普及 

佐倉市 
・上手繰川植生浄化水質

調査 

・補助制度を活用した

雨水貯留浸透施設の

整備 

・補助制度を活用した

雨水貯留浸透施設の

整備 

・補助制度を活用した

雨水貯留浸透施設の

整備 

・補助制度を活用した

雨水貯留浸透施設の

整備 

八千代市 ・親水拠点の整備 
・｢やちよの川をきれい

にしよう！（親水拠点

の整備）｣ 

・｢やちよの川をきれい

にしよう！（親水拠点

の整備）｣ 

・｢やちよの川をきれい

にしよう！（親水拠点

の整備）｣ 

・やちよの川をきれい

にしよう！ 

鎌ケ谷市 
・各戸貯留浸透施設の整

備 
・各戸貯留浸透施設の

整備 
・印旛沼流入河川の水

質調査 
・印旛沼流入河川の水

質調査 
・印旛沼流入河川の水

質調査 

四街道市 
・高度合併処理浄化槽の

普及の促進 
・U 字溝の整備促進 

・高度処理型合併処理

浄化槽の普及促進 
・印旛沼流入河川清掃 

・印旛沼流入河川清掃 ・印旛沼流入河川清掃 ・印旛沼流入河川清掃 

八街市 
・市内流域河川の清掃 
・合併浄化槽の普及・促

進 

・流域河川（鹿島川・高

崎川）の体験探索（清

掃など） 
・合併浄化槽及び下水

道の普及・促進 

・流域河川（鹿島川・高

崎川）の清掃 

・流域河川（鹿島川・高

崎川）の清掃 
・高度処理型合併浄化

槽の推進 

・流域河川（鹿島川・高

崎川）の清掃 
・高度処理型合併浄化

槽の設置の推進 

印西市 
・印旛沼流域河川清掃 
・高度処理型合併浄化槽

の導入 

・印旛沼流域河川清掃 
・高度処理型合併浄化

槽の導入 

・印旛沼流域河川清掃 
・高度処理型合併浄化

槽の導入 

・高度処理型合併浄化

槽の導入 
・高度処理型合併浄化

槽の導入 

白井市 

・合併処理浄化槽の適正

維持管理の推進 
・高度処理型合併処理浄

化槽の導入 

・合併処理浄化槽の適

正維持管理の推進 
・廃食油の回収 

・合併処理浄化槽の適

正維持管理の推進 
・廃食油の回収 

・廃食油の回収 ・廃食油の回収 

富里市 
・印旛沼中央排水路周辺

一斉清掃 

・高度処理型合併処理

浄化槽の導入 
・河川観察会 

・高度処理型合併処理

浄化槽の導入 
・高度処理型合併処理

浄化槽の導入 
・高度処理型合併浄化

槽の導入 

酒々井町 
・高度処理型合併浄化槽

の導入 
・印旛沼中央排水路周

辺一斉清掃 
・印旛沼中央排水路周

辺一斉清掃 
・印旛沼中央排水路周

辺一斉清掃 
・印旛沼中央排水路周

辺一斉清掃 

印旛村 
・印旛沼流入河川水質調

査 

・ＥＭ活性液の配布 
・印旛沼流入河川水質

調査 

・ＥＭ活性液の配布 
・印旛沼流入河川水質

調査 

・ＥＭ活性液の配布 
・印旛沼流入河川水質

調査 

・EM 活性液の配布 
・印旛沼流入河川水質

調査 

本埜村 

・合併処理浄化槽の推進 
・印旛沼周辺水質の検査 
・印旛沼周辺の清掃 
・自然体験学習 

・合併処理浄化槽の推

進 
・印旛沼周辺の清掃 
・本埜村子ども会自然

体験学習 

・本埜村子ども会自然

体験学習 
・高度処理型合併処理

浄化槽の導入 
・高度処理型合併浄化

槽の導入 

栄町 ・水辺のクリーン作戦 ・水辺のクリーン作戦 ・水辺のクリーン作戦 ・水辺のクリーン作戦 ・水辺のクリーン作戦 
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表 4.8（2） 2005（平成 17）～2014（平成 26）年度の市町みためし行動 

市町 
平成 22年度 

実施 
平成 23年度 

実施 
平成 24年度 

実施 
平成 25年度 

実施 
平成 26年度 

千葉市 ・自然観察会 

・「市民協働の生物調

査」 
鹿島川 いきもの探

索隊！ 

・「市民協働の生物調

査」 
水辺のいきもの探索

隊！ 

・「市民協働の生物調

査」 
水辺のいきもの探索

隊！ 

・「市民協働の生物調

査」 

船橋市 
・戸建住宅への浸透桝

設置促進 
・戸建住宅への浸透桝

設置促進 
・流域貯留浸透施設実

施設計 

・流域貯留浸透施設実

施設計 
・流域公民館での通年

啓発活動 

・流域貯留浸透施設実

施設計 
・流域公民館での通年

啓発活動 

成田市 
・高度処理型合併浄化

槽の導入と普及 
・高度処理型合併処理

浄化槽の導入と普及 
・高度処理型合併処理

浄化槽の導入と普及 
・高度処理型合併処理

浄化槽の導入と普及 
・高度処理型合併処理

浄化槽の導入と普及 

佐倉市 ・加賀清水湧水 
・雨水貯留浸透施設設

置補助金 

・雨水貯留浸透施設設

置工事補助金 
・湧水箇所・水質調査 

・雨水貯留浸透施設設

置工事補助金 
・湧水箇所・水質調査 
・環境保全型農業直接

支払交付金 

・雨水貯留浸透施設設

置工事補助金 
・湧水箇所・水質調査 
・環境保全型農業直接

支払交付金 

八千代市 
・やちよの川をきれい

にしよう！ 
・湧水保全のための環

境づくり 
・特定外来生物オオフ

サモの除去 

・特定外来生物ナガエ

ツルノゲイトウの除

去 
・環境展 

・ナガエツルノゲイト

ウの啓発活動 

鎌ケ谷市 
・印旛沼流入河川の水

質調査 
・鎌ケ谷市浸透桝モニ

ター制度 
・印旛沼流入河川の水

質調査 

・印旛沼流入河川の水

質調査 
・鎌ケ谷市浸透桝モニ

ター制度 

・印旛沼流入河川の水

質調査 

四街道市 ・印旛沼流入河川清掃 
・印旛沼流入河川（手繰

川）清掃 
・河川（手繰川）清掃 ・河川（手繰川）清掃 ・印旛沼流入河川清掃 

八街市 

・流域河川（鹿島川・高

崎川）の清掃 
・高度処理型合併浄化

槽の設置の推進 

・高度処理型合併浄化

槽の推進 
・高度処理型合併浄化

槽の設置の推進 
・使用済食用油の回収 ・使用済食用油の回収 

印西市 
・高度処理型合併浄化

槽の導入 
・高度処理型合併浄化

槽の導入 

・高度処理型合併処理

浄化槽の導入 
～設置と維持管理の

推進のために～ 

・高度処理型合併処理

浄化槽の導入 
～設置と維持管理の

推進のために～ 

・合併処理浄化槽の簡

易水質検査 

白井市 ・廃食油の回収 ・廃食油の回収 ・廃食油の回収 ・廃食油の回収 ・廃食油の回収 

富里市 
・高度処理型合併浄化

槽の導入 
・高度処理型合併浄化

槽の普及 
・高度処理型合併浄化

槽の導入 
・高度処理型合併浄化

槽の導入 
・高度処理型合併浄化

槽の導入 

酒々井町 
・印旛沼中央排水路周

辺一斉清掃 

・印旛沼中央排水路周

辺一斉清掃並びに印

旛沼に関する環境学

習 

・いんば沼を見て学ん

で清掃だ 
・いんば沼を見て学ん

で清掃だ 
・印旛沼 未来への意

識調査 

印旛村 ※ ※ ※ ※ ※ 

本埜村 ※ ※ ※ ※ ※ 

栄町 ・水辺のクリーン作戦 ・水辺のクリーン作戦 ・水辺のクリーン作戦 ・水辺のクリーン作戦 ・水辺のクリーン作戦 

※印旛村、本埜村は平成 22 年 3 月 23 日に印西市と合併  
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 2015（平成 27）年度の実施内容 

 「市町みためし行動」の内容 

各市町による「市町みためし行動」の内容は、表 4.9 の通りです。市町から年度当初に行

動予定を掲げていただき、1 年間にわたって行動しています。また、前年度までの取組からさ

らなる改善・工夫をしながら、実践しています。 

表 4.9 2015（平成 27）年度の市町みためし行動内容 

市町 平成 27 年度当初実施予定 
平成 27 年度報告会 

での発表内容 

グループ分け 

カテゴリ 

千葉市 
・市民協働の生物調査 
・各戸貯留・浸透施設の整備 

水環境保全に関する

取組 フィールド調査 

船橋市 

・流域貯留浸透施設実施設計、流
域貯留浸透施設設置工事 

・既存調整池を改良することによ
り、維持管理の効果を検証する 

・流域公民館での通年啓発活動 

雨水調整池の改良 
 
貯留浸透施設設置の

効果について 
浸透 

成田市 
・高度処理型合併浄化槽の導入と
普及 

高度処理型合併処理

浄化槽の導入と普及 生活排水 

佐倉市 

・雨水貯留浸透施設設置工事補助
金 

・湧水箇所・水質調査 
・環境保全型農業直接支払交付金 

雨水貯留浸透施設設

置工事補助金 
浸透 

八千代市 ・水の汚れについて考えてみよう 
親子環境学習体験 
～水の汚れについて

考えてみよう～ 
フィールド調査 

鎌ケ谷市 ・印旛沼流入河川の水質調査 
公共施設を利用した

雨水浸透貯留槽の設

置について 
浸透 

四街道市 ・印旛沼流入河川清掃 河川（手繰川）清掃 フィールド調査 

八街市 ・使用済食用油の回収 使用済食用油の回収 生活排水 

印西市 ・合併処理浄化槽の簡易水質検査 

合併処理浄化槽の簡

易水質検査と印旛沼

のつながりアンケー

ト 

生活排水 

白井市 ・廃食油の回収 廃食油の回収 生活排水 

富里市 ・印旛沼 未来への意識調査 高度処理型合併処理

浄化槽の普及推進 生活排水 

酒々井町 ・水辺のクリーン作戦 印旛沼 未来への意識

調査 フィールド調査 

栄町 ・水辺のクリーン作戦 水質浄化普及啓発活

動 フィールド調査 
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 報告会の開催 

昨年度に引き続き、流域 13 市町の「市町みためし」の担当者が一堂に会して取組内容・成

果を発表する「市町みためし報告会」を開催しました。 

1) 目的 

・ 専門家から「市町みためし行動」の内容についてのアドバイスをいただくことで、

行動内容の改善・発展を目指すとともに、流域 13 市町と専門家、県事務局担当者の

間で、各市町の取組の情報共有、および人と人との交流を図ります。 

・ 「同じ流域の市町」「同じ重点対策群を進める市町」「同じ問題を抱える市町」など

が連携し、情報共有・交流を図り、取組がより発展することを目指します。 

2) 開催概要 

A) 日時 

2016（平成 28）年 3 月 23 日（水） 13:30～16:30 

B) 場所 

千葉県教育会館 203 会議室  

C) 報告会の次第 

・ 健全化会議からのお知らせ（事務局より報告） 

・ 2015（平成 27）年度の市町みためし行動の報告（各市町担当者より報告） 

・ 意見交換（グループディスカッション） 

3) 開催結果 

報告会当日の様子を図 4.24 に示します。今年度は複数部署、

複数名の参加が多く、取組を広く共有することができました。 

なお、座席配置については写真で示すように、各市町からの

報告時にはスクール形式で発表・質疑応答を行いました。なお、

グループディスカッション時には、机でグループごとに 3 つの

島をつくり、それぞれで意見交換を行いました。 

  
図 4.24 市町からの報告の様子 
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4.7 水と地域のネットワーク整備に関する検討 

 背景と目的 

印旛沼及びその流域には、貴重な里沼（水辺＋里山）が残されており、周辺には数多くの

歴史・文化資産が点在しています。印旛沼流域水循環健全化の推進にあたっては、こうした

資源を積極的に利活用することで、地域の活性化を図るだけでなく、流域の人々の関心をあ

つめ、それを原動力として水質改善を図っていくことが必要です。 

そこで、誇りと活力のあるまちづくり／地域づくりの実現を目指し、印旛沼流域における

各主体の連携による印旛沼及びその周辺利用を活性化させる地域的な仕組みである「水と地

域のネットワーク」の形成を推進します。 

 

 2014（平成 26）年度までの取組成果と課題 

 「水と地域のネットワーク WG」の新設 

2010（平成 22）年 10 月 8 日～10 日に開催された「川と沼ですてきな！体験を提案する全

国大会 in ちば」／印旛沼に接する５市町（佐倉市、成田市、印西市、酒々井町、栄町）の首

長サミットにおいて、利活用を通じた水環境改善を図っていくことについて共有され、2011

（平成 23）年度に学識者および印旛沼周辺 5 市町が参画し、水と地域のネットワーク WG を

立ち上げました。 

 

 ウォーキングマップ・ナビマップの作成 

流域全体においては、印旛沼里山ウォーキングマップを製作し、ウォーキングやサイクリ

ング愛好者を中心に非常に好評です。また、印旛沼里山ウォーキングマップをベースとして、

沿岸５市町の観光資源とタイアップさせた印旛沼周辺なびマップを作成し、ウォーキング

マップとともに公共施設等で無料配布しています。（ウェブサイト「いんばぬま情報広場」

にて閲覧、ダウンロードできます。） 

 

 

 

 

 

 

 
図 4.25 ウォーキングマップおよびナビマップ 
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 かわまちづくり計画の登録 

水と地域のネットワーク WG 及び合同分科会では、印旛沼流域の総合的な利活用の推進

に向けて、水辺整備や利用に関する実態調査の結果をふまえ、かわまちづくりの基本方針、

施策メニューなど印旛沼流域におけるかわまちづくりの骨子案を作成しました。これをふ

まえ、印旛沼に接する流域の 5 市町（佐倉市、成田市、印西市、酒々井町、栄町）が「印旛

沼流域かわまちづくり計画」を国土交通省に登録申請し、2015(平成 27)年 3 月に「かわまち

づくり」支援制度に登録されました。 

今後は、印旛沼の水辺及び周辺里山の自然環境等の地域資源をネットワークで結び、サイ

クリング等の活動を組み合わせた印旛沼流域の総合的な利活用を推進することが必要です。

また、ハード整備やソフト施策の実施にあたって、関係機関や企業、市民等との連携による

推進が必要です。 

 

 2015（平成 27）年度の実施内容 

 印旛沼流域かわまちづくり計画によるハード整備（利用基盤の充実） 

水辺の利用基盤の充実に向けて、西印旛沼水辺拠点の基盤整備を実施しました。 

 
図 4.26 西印旛沼水辺拠点（佐倉ふるさと広場周辺）の整備状況 
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 印旛沼流域かわまちづくり計画によるソフト施策（流域のブランド力の強化） 

1) 既存のイベントとの連携による広報・啓発 

既存利活用プログラム・イベントとの連携及び活用として、さかえリバーサイドマラソン

や佐倉朝日健康マラソンにおいて、スゴインバーを通じて印旛沼流域水循環健全化の広報・

啓発を行いました。 

 

  
図 4.27 マラソン大会における広報・啓発 

 

  

マラソン大会で
啓発チラシを
配布

アカインバーが
大会会場で
広報啓発活動
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2) 民間企業と連携したウォーキングイベントの開催 

また、民間企業と連携したイベント活動として、京成電鉄、北総鉄道、新京成電鉄、東武

鉄道主催による第１０回４社合同ウォークにおいて、印旛沼湖畔及び佐倉ふるさと広場、サ

ンセットヒルズなどの拠点や、特性院などのビュースポットをルートとして企画し、約１５

００人の方に印旛沼流域の水辺や里山、印西市特産の梨などを楽しんでいただきました。 

  
図 4.28 社合同ウォークの様子 

上記と併せて、水辺の利用者ニーズ調査（シールアンケート形式）を実施した結果、ウォ

ーキングやカフェ・ビアガーデン、水遊び等のニーズが高いことを確認しました。 

  

図 4.29 水辺でやりたいこと総選挙の様子 

 

3) 既存ウォーキングマップのポータル発信 

 流域市町や観光協会、千葉県が作成しているウォーキングマップ等、各種のマップデータ

をとりまとめ、「いんばぬま情報広場」においてポータル発信しました。 

 

 2016（平成 28）年度以降の方針 

「印旛沼流域かわまちづくり計画」に基づきハード・ソフトの両面から、各種取組を推進

します。取組にあたっては、水辺の利用者及び事業者、市民など関係する主体とのコミュニ

ケーションを図り、多様な主体の連携・協働による水辺の利活用や維持管理を進めます。  

西印旛沼

水辺でやりたい
こと総選挙
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5.印旛沼・流域を知ってもらうために                          

5.1 広報・啓発の検討 

 背景と目的 

印旛沼流域水循環健全化の実現に向けては、市民や市民団体、農業・漁業・観光等沼利用

者、企業、流域市町・県・国、研究機関など、多様な主体の自主的な行動が不可欠です。 

2015（平成 27）年度は、新たな取組として、多様な主体の自主的な行動が一層盛り上が

り、連携・協働の輪が広がることを目指し、共感を広げる広報や、相互理解を生むコミュニ

ケーションを実施しました。一方的な広報や一様な情報提供ではなく、「楽しい・健康・お

いしい・おしゃれ」などをキーワードに、共感が広がるような工夫や、お互いの活動や想い

を共有することで、相互理解を深めるようなコミュニケーションの工夫を行ってきました。 

また、印旛沼を知らない人、少し関心のある人、印旛沼流域で活動参加している人など、

多様な人が行動に向けてステップアップしていくことを目指しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5.1 多様な主体の行動を盛り上げる広報・コミュニケーションのイメージ 

 2015（平成 27）年度の実施内容 

 イベントにおける広報 

健全化会議では、流域で開催される様々なイベントに参加し、印旛沼の PR 活動を行いま

した。「いんばふれ愛フェスタ（2015(平成 27)年 6 月）」では環境にやさしい農作物の PR

や参加型クイズを、「エコメッセちば（2015(平成 27)年 9 月）」では参加型の「印旛沼いき

ものマップづくり」を行うなど、イベントや来場者の特徴に合わせた企画を行いました。ま

た、イベントにおいては、スゴインバーを通してメッセージを発信するなど、共感や楽しさ

を広げる工夫を行っています。 

考える・理解する 

知る 

知らない 

行動する 

行動の 

輪を広げる 

Step2 

Step3 

Step4 

Step0 

Step1 

応援団・仲間を増やす 
例）連携・協働の仕組みづくり 

知ってもらう 
例）WEB やメディア等による情報発信 
 

＜コミュニケーションのアプローチ＞ 

行動につなげる 
例）気軽にできる取組メニューの提示 
 
理解してもらう 
例）イベント等によるコミュニケーション 
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図 5.2 印旛沼流域水循環健全化を使命とするスゴインバー 

 

 市民意見交換会の開催 

第 2 期行動計画の策定にあたり、市民意見交換会を開催しました。会においては市民の皆

さんの活動および健全化会議の取組について相互に共有を図り、今後の新たな連携を生み

出す第一歩となりました。 

 

 学習会等における情報共有 

流域では、印旛沼環境基金の公開講座や、市町の公民館講座をはじめ、市民や市民団体、

大学等により、印旛沼に関連する様々な学習会や講習会等のイベントが開催されています。

健全化会議の事務局がこうした場に赴き、健全化会議の取組等について情報共有を図りま

した。 

 

 2016（平成 28）年度以降の方針 

共感を広げる広報や、相互理解を生むコミュニケーションの工夫を継続することで、多様

な主体の連携・協働を推進し、印旛沼流域創生ムーブメントにつなげていくことを目指しま

す。 
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5.2 印旛沼流域環境・体験フェア 

 5.4.1 背景と目的 

印旛沼流域水循環健全化に関する取組を流域住民及び県民に広く周知し、また、印旛沼を

愛護する精神を育むことをもって、印旛沼流域の健全な水循環の再生のための取組を実践す

る契機とすることを目的としています。 

 2014（平成 26）年度までの取組成果と課題 

 取組成果 

印旛沼流域環境・体験フェアは、2005（平成 17）年から毎年開催しています。2010（平成

22）年度からは、「環境・体験フェア」と改名し、再生行動大会から独立して開催していま

す（表 5.1）。 

表 5.1 開催経緯 
名称 開催日 テーマ 場所 参加人数  

第 2 回環境フェア
（※1） 2005 年 1 月 20 日 恵みの沼を 

ふたたび 御伊勢公園 1,000 名（※2） 
印
旛
沼
再
生
行
動
大
会(

※
3)

と
併
催 

第 3 回環境フェア 2006 年 2 月 11 日 いんば沼 LOVE 御伊勢公園 1,000 名（※2） 

第 4 回環境フェア 2007 年 2 月 10 日 きれいな沼と 
豊かな自然 御伊勢公園 900 名（※2） 

第 5 回環境フェア 2008 年 2 月 23 日 めぐりめぐる 
印旛沼の水 御伊勢公園 800 名（※2） 

第 6 回環境フェア 雨天のため中止 みんなの願い 
「印旛沼再生」 - - 

第 7 回環境フェア 2010 年 2 月 7 日 恵みの沼を 
未来へ！ 城址公園 460 名 

第 8 回環境・体験 
フェア 2010 年 8 月 28 日 水辺から 

まちづくり 
佐倉ふるさと
広場 540 名 

印
旛
沼
再
生
行
動
大
会
か
ら
独
立 

第 9 回環境・体験 
フェア 2011年 10月 22日 みんなをつなぐ

印旛沼 
佐倉ふるさと
広場向かい 800 名 

第 10 回環境・体験
フェア  

2012 年 10 月 20～
21 日 

来て、見て、発
見、印旛沼！！ 

佐倉ふるさと
広場向かい 

3,000 名 
(20 日 2,000 名、
21 日 1,000 名) 

第 11 回環境・体験
フェア  台風のため中止 印旛沼の魅力、 

再発見！ 
佐倉ふるさと
広場向かい - 

第 12 回環境・体験
フェア 

2014 年 10 月 25～
26 日 

水と食と発見の
ある印旛沼 

佐倉ふるさと
広場向かい 

4,000 名 
(2 日間の合計)  

※1：2005 年に、第 2 回印旛沼再生行動大会との併催イベントとして始まったことから、初回が「第 2 回」

となっています。 
※2：印旛沼再生行動大会参加者も含みます。 
※3：印旛沼再生行動大会は、印旛沼流域での取組を広く市民の方々に知ってもらうことを目的に、2004

年から 2010 年まで全 7 回を開催しています。 

 

 

http://inba-numa.com/torikumi/sponsorship_event/saiseikoudoutaikai/
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 課題 

印旛沼流域環境・体験フェアを、より効果的なものとしていく上で、以下のような課題が

挙げられました。 

・ 市民団体や企業など多様な主体との協働によりフェアを盛り上げることが必要 

・ 印旛沼の魅力や様々な取組を知ってもらえるような工夫が必要 

 2015（平成 27）年度の実施内容 

 市民企画部会との連携による環境・体験フェアの企画・開催 

多様な主体との協働によりフェアを盛り上げていくため、昨年度に引き続き、市民企画部

下（市民・大学・農業関係者により組織される会）との連携により、環境・体験フェアの企

画・開催を行いました。 

 

 

 

 

図 5.3 環境・体験フェアの実施体制 
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図 5.4 環境・体験フェアのチラシ（表面） 
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図 5.5 環境・体験フェアのチラシ（裏面） 
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 印旛沼の魅力を体感するウォーキングイベントの企画・実施 

印旛沼の魅力を体感していただくため、環境・体験ファアと同時開催でウォーキングのイ

ベント（ミズベウォーク）を企画・実施しました。ゴール地点を環境・体験フェアの会場と

することで、多くの方に環境・体験フェアに足を運んでいただけるよう工夫しました。 

 

図 5.6 ミズベウォークのチラシ（表面） 
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図 5.7 環境・体験フェアのチラシ（裏面） 
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 ブースめぐりを楽しむシールラリーの企画・実施 

フェアの参加者に、楽しみながらより多くのブースをまわっていただくとともに、ブース

出展者の活動と印旛沼流域水循環健全化との関わりをより深く知っていただくことを目的

として、ブースをめぐるシールラリーを実施しました。 

 

図 5.8 シールラリーの台紙 
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 開催結果 

第 13 回環境・体験フェアの来場者数は 5,300 名（2 日間合計）で、過去最高の参加者数

となりました。当日の様子は以下の通りです。 
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 2016（平成 28）年度以降の方針 

 今後は、市民企画部会との連携により、より多くの市民に楽しんでもらえるような企画の

工夫を検討していくとともに、市民団体や企業との連携方法を探り、多様な主体でフェアを

盛り上げる体制について検討していきます。 

 また、佐倉ふるさと広場を中心として、フェアの賑わいを流域に広げていく工夫について、

検討していきます。 
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5.3 WEB サイト「いんばぬま情報広場」 

 背景と目的 

健全化会議では、印旛沼および流域をより知っていただくために、WEB サイト「いんばぬ

ま情報広場」を運営し、情報提供を行っています。印旛沼および流域周辺で実施されている

イベントや水質速報値などの最新情報を、随時更新しています。 

 

 2015（平成 27）年度の実施内容 

イベント情報や印旛沼の水質について、随時更新を行いました。また、健全化会議での取

組状況について、更新を行いました。更に、新規コンテンツを作成し、情報発信のツールと

しての充実をはかりました。 
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 「季節のおすすめイベント」の作成と公開 

印旛沼流域で実施されるイベントのうち、健全化会議が協力したイベントをピックアッ

プし、「季節のおすすめイベント」として公開しました。 

  

 

図 5.9 初秋の印旛沼ウォーキング 
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 ナガエツルノゲイトウ協働駆除作戦ページの作成と公開 

生態系 WG で取組んでいるナガエツルノゲイトウ協働駆除作戦の実施報告と、協働駆除

作戦の背景、協働駆除作戦の概要の情報を WEB サイトのコンテンツで作成して、公開しま

した。 

ナガエツルノゲイトウ協働駆除作戦の実施報告は、番外編（土地改良区による舟戸大橋付

近での駆除活動）を含めて計 6 回、公開しました。 

        

 

図 5.10 第 3 回協働駆除作戦報告（一部抜粋） 
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 印旛沼・流域再生大賞受賞団体の紹介のページの作成と公開 

市民の取組を取り上げて、WEB サイトに公開することで広く情報を発信することを目的

に、印旛沼・流域再生大賞の受賞団体を紹介するページを作成し、公開しました。 

第 4 回印旛沼・流域再生大賞と特別賞、功労者賞を受賞した団体と個人の取組を取り上

げ、公開しました。 

 

図 5.11 印旛沼・流域再生大賞 受賞団体紹介ページ 
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 第 2 期行動計画策定特設ページの作成と公開 

1) 目的 

本年度は、第 2 期行動計画策定年であるため、第 2 期行動計画策定に向けた様々な取組

の情報を発信することを目的とし、第 2 期行動計画策定特設ページを作成しました。 

コンテンツとして下記 3 つのコンテンツを作成しました。 

・市民意見交換会 

・印旛沼環境基金公開講座（意見交換） 

・広報活動 

 

図 5.12 健全化計画・行動計画とは ページ 
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図 5.13 「4 社合同ウォーク」結果ページ 
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 スゴインバーページの作成と公開 

それぞれの使命をもった印旛沼応援キャラクター「スゴインバー」による広報・啓発の一

環として、WEB サイトにスゴインバーの紹介ページと、取組紹介のページ（スゴインバー

の活動記録）を作成しました。 

 

 

図 5.14 「スゴインバー」紹介ページ 
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図 5.15 「スゴインバーの活動記録」ページ（その 2） 
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 イベント体験レポート 

 印旛沼流域水循環健全化会議事務局スタッフが参加した、印旛沼流域で開催されたイベ

ントの体験談ページを作成し、公開しました。 

 下記 7 つのイベント体験レポートを作成し、公開しました。 

 

 

図 5.16 「イベント体験レポート」ページ 
  



 

 
96 

 

図 5.17 「イベント体験レポート（こども里山レスキュー隊＠印旛沼）」ページ 
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 バーチャル印旛沼大学ページの作成と公開 

 バーチャル印旛沼大学のページを作成し、公開しました。 

 

図 5.18 「バーチャル印旛沼大学」ページ 
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 トップページ（アイコン、Facebook の導入） 

 今後さらに情報発信の充実を図っていくため、新設した健全化会議の Facebook ページを、

WEB サイトのトップページに掲載しました。 

 また、新たに作ったコンテンツページに、閲覧者を引き込むために、トップページにアイ

コンを設置しました。 

 

図 5.19 トップページの更新 
  

アイコンの設置 

Facebook の設置 
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 アクセス数解析 

WEB サイトの改良を図っていくため、WEB ページへのアクセス数解析を行いました（図 

5.20）。ここでは、WEB サイト開設時の 2006（平成 18）年 12 月から 2016（平成 28）年 2 月

の約 9 年間の月別のいんばぬま情報広場へのアクセス状況を整理しています。トップページ

へのアクセス数とサイト内の全てのページへの合計アクセス数を下に示しています。 

2009（平成 21）年 9 月末と 2011（平成 23）年 3 月末に WEB サイトのリニューアルを行っ

ています。また、2010（平成 22）年 1 月以降にアクセス数が大きく増加している理由は、流

域のイベント情報を追加して定期的に WEB サイトを更新するようにしたこと、2010（平成

22）年 1 月に策定した健全化計画書を掲載したことが考えられます。 

2010（平成 22）年の秋にアクセス数が多くなっていますが、この時期に千葉県において、

「川での福祉と教育の全国大会」が開催されており、WEB ページのアクセスが多くなったも

のと考えています。 

2015（平成 27）年は全ページへのアクセス数が延び、10 月には過去最高の 19,726 アクセ

スを記録しました。本年度は、様々な取組情報を発信するページを作成、公開したこと、イ

ベント情報等の更新を行っていたことから、アクセス数が伸びたと考えられます。 

なお 10 月は印旛沼流域・体験フェアやその他の流域イベントを積極的に広報したことか

ら、10 月のアクセス数が伸びたと考えられます。 

また、第 1 期行動計画の目標値である、2,000 アクセス/月を超えており、目標を達成しまし

た。 

 

図 5.20 いんばぬま情報広場のアクセス状況（2006 年 12 月～2016 年 2 月、月別） 

 

 2016（平成 28）年度以降の方針 

より多くの人に閲覧してもらうための WEB サイトの工夫を継続して実施していきます。 
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5.4 印旛沼・流域再生大賞 

 背景と目的 

「印旛沼・流域再生大賞」は、印旛沼・流域の再生につながる個人・団体の活動を促進す

ることを目的として、功績が顕著な個人や団体の活動を表彰しています。活動の功績を称え、

多くの人に知ってもらうことで、活動のモチベーションアップにつなげてもらうと同時に、

新たに活動を始める人への動機付けになることも期待しています。 

 

 2015（平成 27）年度の実施内容 

第 1 回印旛沼・流域再生大賞（2012（平成 24）年）および第 2 回印旛沼・流域再生大賞（2013

（平成 25）年）、第 3 回印旛沼・流域再生大賞（2014（平成 26）年）では、それぞれ 2 組、

3 組、2 組の個人および団体が、第 4 回印旛沼・流域再生大賞では 3 団体が大賞を受賞しまし

た（表 5.2 参照）。また、大賞には至りませんでしたが、熱意ある取組を評価し、特別賞を

贈ることとし、印旛沼･流域再生特別賞は「印西市環境経済部 環境保全課」として、印旛沼･

流域再生功労者賞として「金山 英二」氏に決定しました。 

2015（平成 27）年 10 月 24 日の第 13 回環境・体験フェアにて、受賞者の表彰式を行うとと

もに、受賞者は WEB サイト「いんばぬま情報広場」で紹介しました。また、平成 27 年度（公

財）印旛沼環境基金の成果報告会（2015（平成 27）年 1 月 22 日(金)）の場で、5 団体から活

動の発表がありました。 

 

 2016（平成 28）年度以降の方針 

印旛沼・流域再生大賞制度を引き続き実施すると同時に、その知名度向上や、より効果的

な情報発信の方法を検討・試行していきます。 
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表 5.2 印旛沼・流域再生大賞受賞者（第 1 回～第 4 回） 
活動主体の名称

（敬称略） 
活動名 決定の理由 

白鳥 孝治 

（第 1 回） 

長年にわたる

研究と啓発活

動 

世人が呼称する「印旛沼専門家」にふさわしい見識と情熱を

持って、長年印旛沼とその流域の水資源の再生に御尽力さ

れ、その活躍は水質・水環境面にとどまらず、農業、市民活

動、歴史、文化、人と水と生活など幅広い分野に行き渡って

います。 
また、緊急行動計画や健全化計画の立案と実践に当たって

も、多くの有意義な提案を頂きました。その功績と貢献は他

者が模範とするところであり、第 1 回の印旛沼・流域再生大

賞の受賞者として選定しました。 

千葉英和高等学

校 
生物研究部 

（第 1 回） 

25 年にわたる

調査・研究活

動 

印旛沼の水環境改善を主とした研究活動を 25 年間の長きに

わたり、各種の手法を代々受け継ぎながら継続したことを高

く評価するとともに、印旛沼・流域の再生に向けて幅広い世

代の参画が求められる中、高校生という若い世代が主体的に

活動していることも、評価の対象とさせていただきました。 
 以上、その一貫した研究活動の姿勢を称え、第 1 回の印

旛沼大賞・流域再生の受賞者として選定しました。今後は、

今までの調査研究の結果から、印旛沼の再生につながる具体

的な提案をされることを期待します。 

NPO 法人 
印旛野菜いかだ

の会 

（第 2 回） 

生物浄化シス

テムと体験環

境学習 

清掃活動や美化活動、環境調査、多彩なイベントによる啓発

活動などを長年に渡り実施し、流域住民の印旛沼への関心と

理解を喚起している点を高く評価します。また、ナガエツル

ノゲイトウをはじめ、特定外来生物（植物）等の分布調査を

8 年間継続実施し、印旛沼流域水循環健全化会議での基礎資

料としても活用されるなど、健全化会議にも貢献いただいて

いることも評価の対象としました。 
 以上、長年継続されている多彩な活動を称え、第 2 回印

旛沼・流域再生大賞の受賞者として選定しました。今後も、

活動を継続し、流域住民が参加できる活動の機会を創出して

いただけることを期待しています。 
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活動主体の名称

（敬称略） 
活動名 決定の理由 

佐倉印旛沼ネッ

トワーカーの会 

（第 2 回） 

印旛沼の再生

をめざす 

清掃活動や美化活動、環境調査、多彩なイベントによる啓発

活動などを長年に渡り実施し、流域住民の印旛沼への関心と

理解を喚起している点を高く評価します。また、ナガエツル

ノゲイトウをはじめ、特定外来生物（植物）等の分布調査を

8 年間継続実施し、印旛沼流域水循環健全化会議での基礎資

料としても活用されるなど、健全化会議にも貢献いただいて

いることも評価の対象としました。 
 以上、長年継続されている多彩な活動を称え、第 2 回印

旛沼・流域再生大賞の受賞者として選定しました。今後も、

活動を継続し、流域住民が参加できる活動の機会を創出して

いただけることを期待しています。 

特定非営利法人 
四街道メダカの

会 

（第 2 回） 

市民とともに

水辺の環境に

親しみ保全す

る会 

ムクロジ自然の里という地域資源を活用し、自然保護活動と

環境啓発活動を併せておこなっている点、幅広く流域市民や

子どもたちの協力を得て協働している点を高く評価しまし

た。また、創設以来 10 年以上、会則なし・自由参加で幅広

い地域の参加を促しつつ活動を継続してきたことを称賛す

るとともに、その活動が海外からも注目されていることも評

価の対象としました。 
 以上、そのユニークな活動を称え、第 2 回印旛沼・流域

再生大賞の受賞者として選定しました。今後も、この活動が

鹿島川流域、印旛沼流域という広がりを持って継続・発展し

ていただけることを期待しています。 

特定非営利活動

法人 
八千代オイコス 

（第 3 回） 

よみがえれ花

輪川 

花輪川を対象とした河川美化活動、水量・水質調査、川の学

校、菜の花エコウォーキング、広報誌の発行など、多彩な活

動を長年にわたり継続してきた点を高く評価します。また、

身近な花輪川にとどまらず、花輪川と印旛沼との関わりを意

識して、そのつながりを子どもたちや市民に伝える活動を継

続していることを大いに賞賛します。地元の八千代市や関係

する市民団体、地域の企業等と積極的に連携・協働されてい

る点も、評価の対象としました。 
 以上、その素晴らしい活動実績を称え、第 3 回の印旛沼・

流域再生大賞の受賞者として選定しました。今後も、若い世

代も巻き込みながら、さらにその活動の幅を広げ、印旛沼流

域の再生に御尽力いただけることを期待しています。 
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活動主体の名称

（敬称略） 
活動名 決定の理由 

印旛沼土地改良

区 
佐倉西部支区 

（第 3 回） 

外来植物(ナガ

エツルノゲイ

トウ・ホテイ

アオイ)を地域

力としたソー

シャルキャピ

タル ( 農村協

働) 
手操川沿線生

谷地区で 
取組む環境美

化活動 
(生谷コスモス

まつり) 

印旛沼水系の環境を保全・再生して行く上で喫緊の課題とい

える外来種・ナガエツルノゲイトウの防除に対して、土地改

良区が農家だけでなく非農家の地域住民、NPO、大学、行政

機関など多様な主体の連携・協働の中心となって取組んでい

る点を高く評価します。また、外来種の防除活動、環境美化

活動（生谷コスモスまつり）、水田の多面的機能や印旛沼と

の関係に関する小学生への環境学習などを通して、農住混合

地域における新たなコミュニティづくりに尽力されている

点も、評価の対象としました。 
 以上、その精力的な活動を称え、第 3 回印旛沼・流域再生

大賞の受賞者として選定しました。今後も活動を継続・発展

させ、印旛沼流域の再生にご尽力いただけることを期待して

います。 

里山保全と里山

における自然観

察等の活動 

（第 4 回） 

里山の会ＥＣ

ＯＭＯ 

旧住民と新住民との融合を図りながら 11 年にわたり、里山

整備作業や里山を使った環境教育、生物調査などを通して、

地域の環境に対する理解と保全に関わる知恵や技術を次世

代に伝承する取組を継続し、着実に実績を上げている点を高

く評価します。また、子どもたちの環境学習活動などにおい

て、父兄らが協力・支援する仕組みを作り上げている点も大

いに称賛します。さらに、地域の多様な主体との連携により、

里山保全はもちろんのこと、地域づくりに貢献されている点

も、評価の対象としました。 
以上、その素晴らしい活動実績を称え、第 4 回の印旛沼・

流域再生大賞の受賞者として選定しました。この受賞を機に

今後、活動の視野を里山と水循環の関わりや印旛沼流域にお

ける里山保全の意義といった方面にも広げて、印旛沼・流域

の再生に御尽力いただければと期待しています。 

印旛沼流域を主

に湧水調査と保

全・啓発等の活

動 

（第 4 回） 

特定非営利活

動法人 水環

境研究所 

印旛沼流域をフィールドとして、湧水や谷津湿地帯の地質・

水質・生物機構の定期調査に非常に熱心に取組み、機関誌「わ

き水通信」や年報「わきみず」では、印旛沼や湧水の水質は

もちろんのこと、印旛沼流域に根付く水文化も含めて、幅広

い知見について発信・啓発されていることを高く評価しま

す。この調査研究は、千葉県内や他の地域の湧水の広範な調

査を含み比較研究を可能にしている点、長年にわたる貴重な

データの収集と蓄積そして分析を基礎として学術的にもレ

ベルの高い学会論文、報告書、書籍として取りまとめられて

いる点も評価の対象としました。 
以上、その素晴らしい活動実績を称え、第 4 回の印旛沼・

流域再生大賞の受賞者として選定しました。今後も活動をさ

らに継続･発展させ、印旛沼・流域の再生に御尽力いただけ

ることを期待しています。 
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活動主体の名称

（敬称略） 
活動名 決定の理由 

高崎川源流域に

位置するヘイケ

ボタル自然発生

地の「天神谷津」

での環境保全活

動 

（第 4 回） 

特定非営利活

動法人  NPO
富里のホタル 

印旛沼の上流、高崎川源流域の天神谷津におけるホタルをシ

ンボルとして、下流印旛沼との繋がりを意識しながら、地域

の環境学習と環境保全に関わる多彩な活動を通して、多様な

人との関わりの輪を広げて成果を上げていることを高く評

価します。ホタル発生のための谷津の整備やホタル観賞ガイ

ドだけでなく、里山づくり、谷津の保全、子供達への稲作体

験学習・自然観察会・出前講座、希少な動植物の保護・保全、

体験型イベント「里やま塾」の開催など、求心力のある精力

的な活動を展開しておられることに敬意を表します。また、

富里市や印旛沼流域水循環健全化会議をはじめ、様々な主体

と積極的に交流を持ち、地域環境の保全・回復に向けて連携・

協働されている点も、評価の対象としました。 
以上、その素晴らしい活動実績を称え、第 4 回の印旛沼・

流域再生大賞の受賞者として選定しました。今後も活動をさ

らに継続･発展させ、印旛沼・流域の再生に御尽力いただけ

ることを期待しています。 

合併処理浄化槽

の維持管理の個

別指導と印旛沼

水質改善につい

ての啓発 

（印旛沼･流域再

生特別賞） 

印西市環境経

済部  環境保

全課 

高度処理型合併浄化槽の普及･維持管理の取組において浄化

槽設置家庭を一軒一軒回って丁寧なフォローアップ調査と

維持管理指導を行うなど、通常の市行政の所掌範囲を超えた

活動は、健全化計画の目標達成に向けた行政のはざまを埋め

る取組の一つの見本として、高く評価します。また、「りん除

去型合併浄化槽」の普及に積極的に取り組まれている点も高

く評価しています。さらに、若手職員の教育や、健全化会議

分科会の「市町みためし発表会」における積極的な活動紹介

など、継続性や広がりを意識した活動を展開されている点も

大いに称賛します。 
以上、印旛沼再生へ向けての熱意のある素晴らしい行政の

活動に対して、第 4 回印旛沼・流域再生特別賞を贈り、称賛

することといたしました。今後も印旛沼流域の自治体の先進

モデルとして、活動を継続・発展させ、印旛沼・流域の再生

に御尽力いただけることを期待しています。 

金山 英二 

（印旛沼･流域再

生功労者賞） 

印旛沼関連 
活動、 
対外関連活動 

「佐倉印旛沼ネットワーカーの会」を平成 11 年 5 月に結成

して初代代表幹事に就任し、印旛沼の再生に向けた諸活動、

具体的には、流域全体での清掃活動の連携・推進、環境調査、

広報、環境学習支援などに関する活動を熱い思いを持ってリ

ードしてこられ、同会が多大な成果を上げる礎を築かれたこ

とに敬意を表します。 
 水循環健全化会議では発足当初から委員として、有用な情

報や建設的な意見を開陳され、それらは、平成 22 年 1 月に

策定された長期計画「印旛沼流域水循環健全化計画」と「第

1 期行動計画」に反映されるなど、健全化会議の取組に大い

に貢献してこられました。 
 これら、長年にわたる印旛沼再生へ向けての信念と熱意に

満ちた精力的な活動に対して、第 4 回印旛沼・流域再生功労

者賞を贈り、功績を称えることといたしました。今後も印旛

沼流域水循環健全化に向けての取組に活を入れていただく

ことを期待しています。 
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（受賞者と流域市町首長、委員長等との記念撮影） （虫明委員長講評） 

  

 

 

  
（受賞者：特定非営利活動法人 NPO 富里のホタル）  
  

  
  

（受賞者：特定非営利活動法人 水環境研究所） （受賞者：里山の会 ECOMO） 
  

  
（受賞者：印西市環境経済部 環境保全課） （受賞者：金山 英二氏） 
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6. 第 2 期行動計画（案）の作成                              

6.1 健全化計画の改定、第 2 期行動計画の更新 

 2015（平成 27）年度は、第 1 期行動計画(案)の最終年度にあたり、次年度からは印旛沼流

域水循環健全化計画も第 2 期行動計画がスタートします。 

 そこで、2015（H27）年度は健全計画の改定及び第 2 期行動計画の作成を行いました。 

 

図 6.1 健全化計画及び行動計画の計画期間 
 

6.2 健全化計画の改定 

 第 2 期行動計画の作成にあたり、健全化計画も含めた全体構成の見直し及び将来イメー

ジ図の作成等を行いました。 

  

 構成の見直し 

マスタープランである健全化計画とアクションプランである行動計画の構成を見直し、

よりわかりやすい計画にするため、健全化計画の章構成の見直しを行いました。 

見直した点は下記のとおりです。 

・健全化計画は、マスタープランとして、計画の基本的な考え方や将来ビジョンを示す。 

   基本理念、将来の姿の更新等を行うことで、より明確化する。 

・行動計画は、アクションプランとして、計画期間に取組む対策を示す。 
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＜現状の構成＞ 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 5 つの目標と 9 つの目標評価指標の検討 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜見直し後の構成＞ 

 

図 6.2 健全化計画・行動計画の構成の見直し 

 

 

健全化計画・行動計画 
 

将来ビジョン 
 

基本理念 

恵みの沼をふたたび 

印旛沼・流域の再生目標 

 

行動原則 
 

計画推進のために 

 

将来イメージ 
 

印旛沼方式 

・印旛沼の６者連携 

・毎年進捗管理・評価 

・5年ごとの評価および見直し 

取り組み 

 
101対策と役割分担 

 
↓ 
 

特に重点的に進める 
8つの取組 

 

沼のほとり 水辺の生き物 

谷津・里山 
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 基本理念 

 健全化計画の基本理念は、「恵みの沼をふたたび」としているが、この言葉だけを捉える

と、誤解を生じる可能性がある表現であるという意見が健全化委員会でありました。 

かつての印旛沼は洪水被害が多発しており、自然の恵みはあったものの、経済評価を行う

とマイナスになる存在で、その意味では恵みはなく、ふたたびというのは語弊があるという

もので、ふたたびという言葉について、いつ時点を目標として定めるのかという意見もあり

ました。 

ただし、健全化委員会の中では、この言葉はこれまで使ってきた定着しつつある言葉（キ

ャッチフレーズ）であることから、言葉の説明を加えることで、間違った解釈を与えないよ

うに修正を行うこととなりました。 

その後、健全化委員会等における議論を踏まえて、基本理念を以下の通りに改定すること

となりました。 
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1) 印旛沼流域の恵み 

印旛沼流域で暮らしていくうえで、印旛沼流域から、水や食料、安らぎを与えてくれる自

然環境、歴史・文化などの「恵み」を受けるとともに、時には洪水の発生など厳しい一面を

見せるなど、私たちの生活と印旛沼との関わりは切っても切り離せないものとなっていま

す。 

印旛沼流域と私たちの暮らしとの関わりは、時代背景や社会情勢に伴い変化しており、そ

の「恵み」のバランスも変化し続けています。かつては、自然環境や漁業資源が豊かであっ

た一方で、洪水や干ばつといった脅威に悩まされてきましたが、近年では、生活や産業を支

える膨大な水需要に応えられるようになった一方で、水質の悪化や在来動植物の減少とい

った問題も生じています。 

このように印旛沼流域の「恵み」は多様であり、生態系サービス※１の考え方で整理すると

下表のようになります。 

表 生態系サービスの考え方で整理した印旛沼流域の主な「恵み」 

①供給サービス 
水、食料（魚や農作物等）、木材、医薬、燃料など私たちの生
活に必要なモノ資源 

②調整サービス 
水の浄化や気候の調整、地形安定性の確保など、私たちの環境を
良好に保つ作用 

③文化サービス 
芸術や信仰、教育やレクリエーションなど人の安定した精神や豊か
なこころの育み 

④基盤サービス 
水や栄養の循環、光合成による生産、また土壌形成など、供給、
調整、文化の各サービスをもたらすシステム基盤 

 

※１  自然の地形・地質や気象などの物理・化学的環境とさまざまな生物・生命のいとなみの総体の生物多様性※２

とでもたらされる生態系が、人の暮らしに関係するプラスの作用。2005(平成 17)年に報告された国連による

「ミレニアム生態系評価」では、上表の４つに分類されています。 

※２  約 40億年に及ぶ長い生命の歴史に育まれた地球の生物種は現在約 3,000万種といわれています。その命の基

となる遺伝子から種、そして生態系に至る多種多様な生物・生命の変異や変化、またその関係性の総体が生物多

様性です。このような地球上の生物多様性の保全と公平な利用のため 1992(平成 4)年に定められたのが「生物

多様性条約」です．この条約に基づき、日本は生物多様性国家戦略を策定し、2008(平成 20)年 6月には「生物

多様性基本法」を制定しました。 

   2008(平成 20)年 3月千葉県は、我が国初の生物多様性の地域戦略「生物多様性ちば県戦略」を策定し、「生

命（いのち）のにぎわいとつながりを子どもたちの未来へ」を基本理念として、全国に先駆け、生物多様性の保

全再生と持続可能な利用の取組を進めています．  
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2) 基本理念 

前述の印旛沼流域の「恵み」について、例えば、水という供給サービスを得ようと貯水池

化することで、水質浄化という調整サービスが低下するといったように、各サービスがトレ

ードオフの関係になる場合があります。 

そこで、水循環健全化を図ることにより、安定した水供給や治水安全度の向上など、これま

でに向上した「恵み」を維持、さらに向上させるとともに、失われつつある「恵み」をふた

たび再生・保全することで、全体としてバランスのとれた状態を創生することを基本理念と

します。 
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 将来イメージ図の検討 

1) 見直しの背景 

 現行計画のイメージ図には、以下に挙げられる問題点があると考えられることから、将来

の印旛沼の姿を市民と共有できるような新たなイメージ図を作成しました。 

問題点は下記のとおりです。 

・ 特定の場所でのイメージだけであり、流域全体として目指す姿が表現されていない。 

・ 人の活動が見えにくい。どのような対策を行うのかがわかりづらい。 

・ 市民目線での分かりやすさ・メッセージ性が不足している。 

 

図 6.3 第 1期行動計画での将来イメージ図 

2) 見直し 

前項における背景を踏まえ、イメージ図の下絵に、5 つの目標から盛り込む要素 

を次ページの表のように整理しました。また 113 ページに作成した将来イメージ図を示し

ます。 
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表 6.1 下絵の構成と、盛り込む要素  
  構成 5つの目標 

環境 要素 良質な飲み水の源 ふるさとの生き物はぐくむ 大雨でも安心 遊び泳げる 人が集い、人と共生する 

土
地
利
用 

印旛沼・流
入河川  ・ 水が透き通っている（沼の中が見

える） 

・ 水草が繁茂（沈水植物等） 
・ 在来種の魚類が生息 
・ 外来種（ﾅｶﾞｴﾂﾙﾉｹﾞｲﾄｳ等）の
駆除活動 

・ 漁業（漁船、張網） 
・ 多自然型の護岸 
・ 魚道 

 
・ 沼で遊泳 
・ Eボート、屋形船、カヌー 
・ 釣り 
・ 川で水遊び 等 

・ 屋形船・プレジャーボートで環境学習（親
子） 

水辺 

・ 湿地、ヨシ原 
・ 親水施設 
・ 休憩スポット 
・ サイクリングロー
ド 

・ ジョギングコース 
・ 船着場 
・ 治水関連施設（堤
防、水門、取水所、
排水機場） 

・ 市民によるゴミ清掃活動 

・ サンカノゴイ等の湿地性鳥
類が生息 

・ 抽水植物等の水草が繁茂 
・ ナガエ、オニビシの堆肥化
（物質循環の仕組み） 

・ 堤 防 が 沼
を 取 り 囲
む 

・ 親水広場で水遊び 
・ 生き物観察 

・ 自転車 
・ ジョギング 
・ マラソン大会 
・ 散歩、ウォーキング 
・ 親水広場で生き物観察 
・ 休憩スポット（ベンチ等）で休憩 
・ 親水広場で音楽ライブ 
・ バードウォッチング 
・ 子どもたちが治水関連施設を見学 

農地 
・ 水田 
・ 低地排水路 
・ 畑 

 ・ 環境にやさしい農業    

谷津 
里山 

・ 雑木林 
・ 谷津田 
・ 水路 
・ 湧水 

 

・ 間伐等の林の手入れ活動 
・ 谷津田の田植え等の活動 
・ 手堀（多自然型）水路に生き
物が生息（メダカ、ニホンア
カガエル等） 

・ 豊富に湧き出る湧水 

  
・ ホタル観察会 
・ 里山イベント（恵みを食べる・音楽等） 
・ 魚とり 
・ 昆虫採集をする親子 

市街地 

・ 家庭 
・ 学校 
・ スーパー 
・ 大学 
・ 歴史的な街並み 
・ 鉄道（成田スカイ
アクセス） 

・ 家庭での浸透マス・雨水貯留タン
クの設置 

・ 家庭での雨水活用 
・ 浄化槽の設置、維持管理 
・ 家庭でおいしい水を飲んでいる 
・ 透水性舗装 
・ 緑地の保全 
・ 事業所等での駐車場緑化 
・ スーパーで、ちばエコ農産物の販
売・購入 

・ 産業系負荷対策 

・ 子どもたちが学校ビオトー
プで水草の世話   

・ 学校での環境学習 
・ 大学での研究 
・ スカイアクセスの車窓から流域の風景満
喫 

横
断
的
な
要
素 

ランドマー
ク 

・ 公園（佐倉ふるさ
と広場、印旛沼公
園、サンセットヒ
ルズ、草ぶえの丘
等） 

    

・ ビュースポットから印旛沼を眺める 
・ 佐倉ふるさと広場で環境フェア（イベン
ト） 

・ サンセットヒルズで印旛沼を眺めながら
BBQ 

歴史文化資
源 

・ 桜土手、押堀 
・ 食文化 
・ 祭 

    
・ 押堀で釣りをする人 
・ 小魚を食べる 
・ 印旛沼にまつわる祭祀等（調べる） 

その他 ・ 成田空港から発着
する飛行機     

・ 観光ガイドを持って印旛沼に出かける外
国人 

・ 飛行機から印旛沼を眺める外国人 
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図 6.4 将来イメージ図 
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6.3 第 2 期行動計画（案）の作成 

 第 2 期行動計画の基本方針 

 取組理念 

第２期行動計画の推進にあたって、以下を取組理念とします。 

手探りで着手した緊急行動計画における「みためし行動」から得た基礎的知見を踏まえ、

第１期では、流域における各種対策の具体化に取組んできました。その結果、「印旛沼ルー

ル」の策定や「調整池改良の手引き」作成等にみられるように、健全化の取組実績やそのノ

ウハウが蓄積されてきました。 

多様かつ難しい課題をかかえる印旛沼流域の水循環健全化の実現には、行政をはじめと

して、市民や市民団体、農業・漁業・観光等沼利用者、企業、流域市町、研究機関など、多

様な主体による自主的な行動が一層盛り上がり、流域全体に水循環健全化の環が広がり、印

旛沼流域創生のムーブメントにつながることが必要不可欠です。 

緊急行動計画、第１期行動計画を経て、「印旛沼流域かわまちづくり計画」の登録や、印

旛沼流域環境・体験フェアにおける市民企画部会の立ち上げ、地域協働によるナガエツルノ

ゲイトウ駆除活動など、多様な主体の参加のもと、地域づくりとの連携や市民参加の活性化

に向けた第一歩が始まったものの、ムーブメントにはまだ遠い状況です。 

そこで、第２期行動計画においては、様々な関係者が情報共有、お互いを理解、連携する

ことで取組を推進し、印旛沼及びその流域を大切な資産として地域づくりに活用するとと

もに、流域連携により相互補完・相乗効果の創出を図り、持続可能な取組によりその資産を

次世代に引き継いでいくことを取組理念として掲げ、水循環健全化に取組んでいきます。 

 

印旛沼流域環境・体験フェアの様子  

人をつなぎ、地域をつなぎ、未来につなぎ 
水循環健全化の環

わ
を広げ、印旛沼流域創生のムーブメントにつなげる 
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●人をつなぎ／多様な主体の情報共有、理解、連携を活発にします 

 市民や市民団体、農業・漁業・観光等沼利用者、企業、流域市町、研究機関など、印旛沼・
流域に関わる多様な主体が、情報共有し、お互いに理解を深めて、積極的に連携・協働・交
流を図り、様々な取組を推進していきます。 

 印旛沼・流域には、水循環健全化につながる様々な市民活動がみられます。こうした市民の
取組にもスポットを当てるとともに、新たな連携を図ることで、取組の推進を図ります。 

 様々な機会を捉えて、継続的に多様な主体とのコミュニケーションを図り、水循環 健全化
への共感を得るとともに、人と人とがつながるきっかけとしていきます。 

 

●地域をつなぎ／流域で相互補完、相乗効果を創出し、地域づくりに活用します 

 印旛沼流域内の市町間や、印旛沼の水源地域と下流地域、農村と都市部、流域内と流域外な
ど、印旛沼に関わる地域の有機的な連携を促し、相互補完や相乗効果の創出を図ります。 

 印旛沼流域における地域づくりとの連携、印旛沼及び流域を活用した地域創生、地域活性化
を図ります。 

 

●未来につなぎ／持続可能な取組により、地域資源である印旛沼流域を次世代に継承します 

 印旛沼との伝統的な付き合い方や先人達の知恵、長い年月をかけて育まれてきた歴史や文
化、今に引き継がれている印旛沼のある暮らしの豊かさを、地域のアイデンティティとして
後世に引き継ぎます。 

 印旛沼流域と人との関わりを強めることで、印旛沼流域が地域の共有の財産として、多様な
人々により保全・活用され、次世代に受け継がれていくことを目指します 。 

 印旛沼をめぐる人や地域がつながることで、様々な知恵やアイデアの交流が生まれ、多くの
課題解決につながる取組が、将来にわたり持続的に展開されることを目指します。 

 
 

○印旛沼流域創生とは 

「印旛沼流域創生」とは、長い年月をかけて育まれてきた印旛沼流域の歴史や文化、印旛沼
流域を特徴づける沼や水辺、台地、里山などの自然環境を、流域の多様な主体が一丸となって
保全・活用し、暮らしの中で楽しむことで、人や地域の交流が活発になり、印旛沼を核とした
コミュニティ再生や、印旛沼流域を中心とした地域づくりが活発になる姿をイメージしていま
す。 
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 第 2 期行動計画の取組内容 

 取組の考え方 

1) テーマとその取組を推進する広報 

「人をつなぎ、地域をつなぎ、未来につなぎ」という取組理念のもと、流域内で様々な 

対策が自発的に展開されることを期待しています。第２期行動計画に位置づけられた対策 

以外の各主体の取組も同じく重要であり、また、必要に応じて第２期行動計画に随時取り 

入れながら進めることとしています。 

そこで、多様な主体による様々な取組の内容を共有し、お互いに連携しながら取組を推進す

るため、包括的な「テーマ」を位置づけるとともに、戦略的な広報（双方向コミュニケーシ

ョン）を行います。 

2) 34 の対策群 

第 1 期行動計画においては、目標達成に向けて必要と考えられる対策を、101 対策として

網羅的に位置づけていました。これらの対策は、いずれも印旛沼の課題解決に寄与する一方

で、社会情勢の変化等に応じて、新たなアイデアを取り入れるなど、取組の弾力性を持たせ

ることが求められていました。 

そこで、第１期における 101 対策を踏襲しつつ、取組実績や課題等を整理し、過不足を確認

するとともに、「34 の対策群」として統合しました。 
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 取組の体系 

前項で設定したテーマ、34 の対策群及びそれに基づく対策(仮)についての体系は以下の

通りです。 具体的な取組内容は行動計画書に示します。(2016 年度に公表予定) 

 

※各目標とテーマの色は、特に関係の深いものをイメージして着色しています。 
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 対策および推進テーマの抽出 

 強化対策の抽出 

34 の対策群のうち、第 2 期行動計画の計画期間中に特に強化して取組むものを「強化対

策」と位置づけ、積極的な推進を図ります。 

強化対策は、以下の視点に基づき抽出しています。 

 

図 6.5 強化対策設定の視点 

 

 ９つの推進テーマの設定 

テーマのうち、強化対策を含むテーマを「９つの推進テーマ」と位置づけます。 

推進テーマについては、それらに基づく対策の推進を支援する組織として、ワーキング等を

位置づけ、着実な取組の推進を目指します。 

 

 ワーキングの役割 

ワーキングは、以下のような役割を担います。 

 
  

＜強化対策設定の視点＞ 

視点① 第 1期から継続して取組むべき課題への対応 

第 1期での 8つの重点対策群における取組（各ワーキングの取組） 
のうち、課題の残る取組は継続して実施 

視点② 新たに生じた課題への対応 

実施主体等からのニーズや社会動向などから、 
新たに取組の必要性が生じた取組を実施 

■ワーキングの位置づけ 
・ ９つの推進テーマごとに位置づけます。 
・ 市民や関係機関、専門家など、各推進テーマでの課題解決に関係するメンバ

ーで構成します。 
 
■ワーキングの役割 
・ 各ワーキング間の連携を図りつつ、推進テーマに位置づけられた取組の推進

に必要な支援（技術的助言、調整）や、仕組みづくりを担います。 
・ ワーキング自身や、対策の実施主体の取組内容について、毎年総括を行い、 

健全化会議の委員会に報告します。 
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  ９つの推進テーマとテーマの推進を支える取組の内容 

 

9 つの推進テーマとそれを推進する取組概要を以下に示します。 

 

 

図 6.6 ９つの推進テーマ及び強化対策、それらの推進を支援する体制 
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7. おわりに                                          

健全化計画は、約 20 年後の印旛沼の姿として、流域住民、市民団体、企業、学校、水利

用者、行政（市町村・県・国）など全ての関係者が共有できる目標を描き、その目標達成に

向けたそれぞれの役割分担を明確にしたものです。 

2015 年度年次報告書は、健全化計画に沿った 2015（平成 27）年度の取組を報告するもの

です。今後も引き続き、健全化計画に沿った取組を関係者全員の緊密な協力のもとに進め、

水清く、自然の恵みにあふれ、穏やかで豊かな印旛沼・流域を再生するとともに、次世代

に引き継ぐことを目指していきます。 

 

※印旛沼での取組や健全化計画および第 1 期行動計画（案）については、印旛沼流域水循環

健全化会議 WEB サイトに詳しい情報を掲載しています。ご参照下さい。 

http://inba-numa.com/ 

 

http://inba-numa.com/
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8. 参考－用語集－                                      

アオコ 

異常増殖した植物プランクトン（主に藍藻類）が水面等に集積し、水面が青～緑色に変色す

る現象のことをいいます。 

ウェットランド 

日本語では一般的に「湿地」と訳されます。ラムサール条約（特に水鳥の生息地として国際

的に重要な湿地に関する条約）では、「天然か人工か、永続的か一時的か、滞水か流水か、

淡水、汽水、かん水かを問わず、沼沢地、湿原、泥炭地または水域をいい、低潮時の水深が

6m を超えない海域を含む」と定義していて、幅広い環境が含まれます。 

また、自然に近い状態で水質浄化を行う施設のことを指すこともあります。 

雨水 E

う す い

AAE浸透 E

しんとう

Aマス 

住宅地などに降った雨水を地面へと浸透させることのできる装置で、雨水を資源として有

効活用することを目的として作られました。地下水が涵養されることで、水害の軽減、湧水

の復活、地盤沈下の防止、水質の改善、地球温暖化の防止、などの効果が期待できます。 

AE雨水 E

う す い

AA E貯留 E

ちょりゅう

AAE浸透 E

しんとう

AAE施設 E

し せ つ

 

雨水を貯めて地下に浸透させ、雨水の流出抑制や地下水の涵養に役立つ施設のことをいい

ます。浸透施設には浸透マス、浸透トレンチ、浸透性舗装があり、貯留施設には浄化槽転用

貯留槽、雨水貯留槽（雨水タンク）があります。 

エコファーマー 

「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律（通称：持続農業法）」に基づき、

都道府県知事が認定した農業者（認定農業者）の愛称です。持続農業法にもとづき導入する

生産方式は、（1）土づくり技術（有機質資材施用）（2）化学肥料低減技術（3）化学農薬

低減技術の 3 つで構成されています。 

エコトーン（推移帯
す い い た い

） 

生物の生息・生育環境が連続的に変化する場所を指します。本来、河川・湖沼の沿岸は、水

深や冠水頻度等の湿潤条件が連続的に変化し、多様な生物の生息場所となっているので、エ

コトーンとして重要な箇所です。 

S S
えすえす

（浮遊 E

ふ ゆ う

AAE物質 E

ぶっしつ

A、AE懸濁 E

かんだく

AAE物質 E

ぶっしつ

A） 

水中に浮遊する粒径 2mm 以下の不溶解性粒子状物質のことで、水質指標の一つです。水の

濁りの原因となり、太陽光線の透過を妨げます。 



 

123 

AE汚濁 E

お だ く

AAE負荷 E

ふ か

 

家庭や工場からの排水や市街地・道路・農地等から流れ出る水質汚濁物質のことをいいます。

家庭や工場等の排水の排出源を特定できる汚濁負荷を点源負荷といい、市街地や農地等の

汚濁の排出点を特定できない発生源からの汚濁負荷を面源負荷といいます。 

AE外 E

が い

AAE来生物 E

らいせいぶつ

A（AE外来 E

がいらい

AAE種 E

し ゅ

A） 

本来その地域に生活していなかった生物で、外国から移入したものをいいます。一部の外来

種は在来種よりも繁殖力が強く、在来種の生存を脅かします。 

AE河川 E

か せ ん

AAE整備 E

せ い び

AAE計画 E

けいかく

 

河川法第 16 条の 2 に基づき、河川管理者が河川整備基本方針に基づき、今後 20 年から 30

年間の具体的な河川整備の目標及びその内容を定めたものです。印旛沼流域の河川の河川

整備計画は、「利根川水系手賀沼・印旛沼・根木名川圏域河川整備計画」に定められており、

その計画は概ね 30 年後の整備目標に向けてとりまとめられた法定計画です。（2007（平成

19）年 7 月 10 日作成） 

AE合併処理浄化槽 E

がっぺいしょりじょうかそう

 

し尿と生活雑排水をあわせて処理し、放流する浄化槽のことをいいます。下水道未整備地域

におけるトイレの水洗化対策として普及してきました。設置にあたっては、国や自治体によ

る補助制度があります。 

AE株分 E

か ぶ わ

Aけ 

植物の根や地下茎を親株から分けて移植して増やす繁殖法のことをいいます。 

かわまちづくり支援制度  

地域の景観、歴史、文化等を活かし、地方公共団体や地域住民との連携の下で、河川空間と

まち空間の融合が図られた良好な空間形成を目指す取組である「かわまちづくり」を、治水

上及び河川利用上の安全・安心に係る河川管理施設の整備等を通じて支援する制度。（国土

交通省が 2009（平成 21）年度から実施） 

かんがい期 

農業用水が供給され、水田耕作が行われている期間のことをいいます。 

A E環境 E

かんきょう

AAE基準 E

きじゅん

 

人の健康を保護し生活環境を保全する上で、維持されることが望ましい基準のことをいい、

環境保全対策を進めていくための行政上の目標となります。 
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A E環境 E

かんきょう

AAE基本 E

き ほ ん

AAE計画 E

けいかく

 

環境基本法（1993 （平成 5）年制定）第 15 条に基づき政府が定める環境の保全に関する基

本的な計画です。環境大臣が中央環境審議会の意見を聴いて案を作成し、閣議決定により政

府の計画として定めることとされています。策定のプロセスにおいては、パブリックコメン

トの募集や各種団体との意見交換など、国民参加の促進を図っています。 

A E環境 E

かんきょう

AAE保全型 E

ほ ぜ ん が た

AA E農業 E

のうぎょう

 

農業は、本来自然の力を利用して食料などを生産する自然と調和した産業です。化学肥料や

農薬等の開発により、安定した農業生産が行われるようになりましたが、一方では農業生産

活動に伴う環境への負荷が問題となっています。農業生産を安定させながら、化学肥料、農

薬の使用量を減らし、環境（水・土・空気）と調和した将来的にも持続可能な農業生産方式

を「環境保全型農業」といいます。 

AE乾田化 E

か ん で ん か

 

一年中水が溜まったままの田を湿田、水の調節が自由にできる田を乾田といいます。イネの

成長にあわせて水を調節でき、機械が導入できるので作業がしやすく、収穫量が上がること

から、明治時代以降、湿田から乾田に変える動きが盛んになりました。これを乾田化いいま

す。現在では、ほとんどが乾田です。 

AE涵養 E

かんよう

 

降雨・河川水などが地下浸透し、帯水層（地下水が蓄えられている地層）に水が供給される

ことをいいます。 

クロロフィル a
えー

 

クロロフィル（葉緑素）はクロロフィル a、b、c 及びバクテリオクロロフィルに分類されま

す。このうちクロロフィル a は、光合成細菌を除く全ての緑色植物に含まれるもので、植

物プランクトン（藻類）の量を示し、富栄養化の指標として用いられます。 

耕作 E

こうさく

AAE放棄地 E

ほ う き ち

 

農地、採草放牧地、混牧林地など耕地であるにも関わらず、1 年以上作物を栽培しておらず、

引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地を言います。 

AE行動 E

こうどう

AAE計画 E

けいかく

 

目的・目標に向けた方法や手順を考え、集中的・計画的な取組を促進するための具体的な動

きや予定を決めたものをいいます。 

AE高度処理型合併処理浄化槽 E

こうどしょりがたがっぺいしょりじょうかそう

 

「合併処理浄化槽」の中でも、窒素やりんを除去できるものをいいます。 
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AE降雨 E

こ う う

AA E 流出 E

りゅうしゅつ

 

地表に達した雨水が直接地表を流れて河川・水路に流れこむことをいいます。地表面がアス

ファルト等で覆われていると地下に雨水がしみ込まないため、降雨流出が多く、流出時間が

早くなります。 

A E工業 E

こうぎょう

AAE用水 E

ようすい

 

製造業に使用するための水のことをいいます。工業の生産過程において直接使用する他に、

容器の洗浄、工場内部の清掃等に使用します。 

AE湖沼 E

こしょう

AAE水質 E

すいしつ

AAE保全 E

ほ ぜ ん

AAE計画 E

けいかく

 

湖沼水質保全特別措置法（湖沼法）は、全国的に見て特に水質保全対策が必要な湖沼（指定

湖沼）について、特別の措置を講じ、国民の健康で文化的な生活を確保することを目的とし

て、1984（昭和 59 ）年に制定されました。 

湖沼法では、指定湖沼に対して水質保全のための各種の対策を盛り込んだ計画を、都道府県

知事が 5 年ごとに策定することとされています。これを、「湖沼水質保全計画」といいま

す。 

AE雑 E

ざ つ

AAE排水 E

はいすい

 

家庭からでる生活排水のうち、し尿を除いた排水のことで、台所、洗濯、風呂等から出る排

水のことをいいます。 

AE里山 E

さとやま

 

人による維持・管理がなされている、またはかつてなされていた、人家の近郊の樹林地（草

地、湿地、水辺地・農地等が一体となっている場合も含む）のことをいいます。 

千葉県里山条例（千葉県里山の保全、整備及び活用の促進に関する条例）では、「人里近く

の樹林地またはこれと草地、湿地、水辺地が一体となった土地」と、定義されています。 

A E C O D E

しーおーでぃー

A （AE化学的 E

か が く て き

AAE酸素 E

さ ん そ

AA E要求量 E

ようきゅうりょう

A） 

水の中の有機物を化学的に分解する時に必要とする酸化剤の量を、酸素の量に換算したも

のをいいます。湖沼や海域の有機性汚濁の指標となります。 

し 尿
にょう

処理場
しょりじょう

 

し尿の処理方法は、下水道によるもの、浄化槽によるもの、くみ取り収集によるものに大別

されます。このうち、くみ取り収集したし尿および浄化槽における処理で発生する浄化槽汚

泥の大部分を処理しているのが、し尿処理場です。回収されたし尿は、集中処理の後、河川・

海域に放流される他、下水道へ放流される場合もあります。 

なお、水質汚濁防止法（1970（昭和 45）年策定）に基づき、BOD、COD、窒素、りん、そ

の他の規制基準が適用されています。 
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斜面 E

しゃめん

AAE林 E

り ん

 

斜面地に立地する林のことをいいますが、特に都市部では斜面地だけが開発されずに樹林

として残ることが多いので、重要視されています。 

A E集 E

しゅう

AAE水域 E

すいいき

 

ある地点に降った雨が地面を流れると想定したとき、その水が土地の高低に従って、特定の

河川・湖沼に流れ込みます。流れ込む先の河川・湖沼が同一の地域のことを、その河川・湖

沼の集水域（流域）といいます。 

A E浚渫 E

しゅんせつ

 

沼底や川底の土砂をさらうことや、水質汚濁の進んだ水域の底にたまっているヘドロを除

去することをいいます。 

AE浄化槽法 E

じょうかそうほう

 

浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制するとともに、浄化槽工事業者の登録

制度及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定め

ること等により、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の

向上に寄与することを目的とする（1983（昭和 58） 年法律 43 号）法律です。 

AE硝酸性 E

しょうさんせい

AAE窒素 E

ち っ そ

A（NO3-N）および AE亜硝酸性 E

あしょうさんせい

AAE窒素 E

ち っ そ

A（NO2-N） 

硝酸性窒素は硝酸塩として含まれている窒素のことで、亜硝酸塩として含まれている窒素

のことを亜硝酸性窒素といいます。どちらも肥料、家畜のふん尿や生活排水に含まれるアン

モニウムが酸化されたもので、作物に吸収されずに土壌に溶け出し、富栄養化の原因となり

ます。 

A E捷 E

しょう

AAE水路 E

す い ろ

 

洪水対策として流下能力を増加させるために、河川の屈曲部を直線化した水路のことをい

います。印旛沼では、西印旛沼の瀬戸と北印旛沼の吉高の間にある台地を開削してつないで

います。 

AE自然 E

し ぜ ん

Aの AE浄化 E

じょうか

AAE機能 E

き の う

 

河川や湖沼等が汚濁した後、時間の経過にともなって、自然に元のきれいな水にもどる現象

のことをいいます。希釈・拡散・沈殿等による物理的作用、酸化・還元・凝集・吸着等の化

学的作用、微生物等による吸収・分解等の生物的作用等によります。 

A E上水 E

じょうすい

A（ AE上水道 E

じょうすいどう

A） 

人の飲用に用いる水のことをいいます。水源としては河川･湖沼等の地表水や井戸水･泉等

の地下水を用います。 
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A E植生 E

しょくせい

AAE浄化 E

じょうか

 

水生植物等を利用して、水を浄化することをいいます。 

AE水生 E

すいせい

AA E植物 E

しょくぶつ

A（AE水草 E

みずくさ

A） 

水中に生育する植物の総称で、主に淡水産のものをいいます。完全に水中だけで生活するも

のは多くなく、その生活様式から、湿地・抽水性、浮葉性、浮遊性、沈水性に分類されます。 

AE生態 E

せいたい

AAE系 E

け い

 

河川、湖沼、水田、山林等、あるまとまりを持った自然環境と、そこに生息・生育するすべ

ての生物で構成される空間のことをいいます。 

AE全窒素 E

ぜ ん ち っ そ

A（T-N）・AE全 E

ぜ ん

Aりん（T-P） 

水中に含まれる窒素化合物、またはりん化合物の総量のことをいいます。どちらも動植物の

成長に欠かすことのできないものですが、多量の窒素・りんを含む水（家庭排水、工場排水

等）が印旛沼に流れ込むと、それが栄養源となって植物プランクトンの増殖をまねきます。 

AE帯 E

た い

AAE水層 E

すいそう

 

地中の透水層において、地下水が蓄えられている地層のことを指します。通常は、粘土など

の不透水層（水が流れにくい地層）にはさまれた、砂や礫（れき）からなる多孔質浸透性の

地層を指します。実際には、この帯水層が何層にも重なっている場合もあります。 

AE多自然 E

た し ぜ ん

AAE川 E

か わ

Aづくり 

河川全体の自然の営みを視野に入れ、地域の暮らしや歴史・文化との調和にも配慮し、河川

が本来有している生物の生息・生育・繁殖環境及び多様な河川景観を保全・創出するために、

河川管理を行うことで、すべての川づくりの基本です。 

AE単独処理浄化槽 E

たんどくしょりじょうかそう

 

家庭から出る排水のうち、し尿のみを処理する浄化槽のことをいいます。台所や風呂等の排

水は未処理のまま排水されます。 

AE治水 E

ち す い

AAE安全度 E

あ ん ぜ ん ど

 

河川、湖沼、ダムにおける、水害に対する安全性を示したものです。 

川に流れ込む雨水の量は、雨が降る強さや降る時間の長さなどから決まります。そのため、

治水安全度は、「何年に一回の雨まで溢れずに耐えられるか」という表現を用います。これ

を「年超過確率」といい、年超過確率 1/10 の雨（10 年に一度経験するような雨）が降って

も川の水が溢れず安全に流せるときは「治水安全度は 1/10」と言いい、年超過確率 1/100（100 

年に一度経験するような雨）まで安全に流せるときは「治水安全度は 1/100」と言います。 
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A E調整 E

ちょうせい

AAE池 E

ち

 

住宅団地や工業団地等開発行為が進むと、雨水の流出を増加させてしまうことから、雨水を

一時的に貯留させるために人工的に設けた池のことをいいます。主に、団地の下流端に設置

されます。 

A E調節 E

ちょうせつ

AAE池 E

ち

 

台風や集中豪雨等で河川の水位が上昇したとき、下流へ流れる水量を調整するため、河川に

沿って設置される池のことをいいます。 

AE沈 E

ち ん

AAE水 E

す い

AA E植物 E

しょくぶつ

 

茎も葉も水中にある植物のことをいいます。干拓前の印旛沼の中にはインバモ、センニンモ、

コウガイモ等 22 種が確認されていました。 

AE点源 E

てんげん

AAE負荷 E

ふ か

 

一般家庭の生活排水や工場、事業場などからの排水、畜産排水など排出場所が特定できる汚

濁源から発生する負荷のことをいいます。 

AE冬期湛 E

と う き た ん

AAE水 E

す い

 

「田冬水」、「ふゆみずたんぼ」とも呼ばれます。稲刈りが終わり、通常は水田を乾かす冬

期～春期に水を張る農法です。冬期も湿地状態が続く水田では、多様な生物が生息可能とな

り、イトミミズによる水田雑草の発芽抑制効果、水鳥の雑草種子採食による除草効果、糞に

よる施肥効果、微生物の脱窒作用による水質改善などが期待されています。 

AE透水性 E

とうすいせい

AAE舗装 E

ほ そ う

 

道路や歩道を隙間の多い素材で舗装して、舗装面上に降った雨水を地中に浸透させる舗装

方法をいいます。地下水の涵養や集中豪雨等による都市型洪水を防止する効果があるため、

主に、都市部の歩道に利用されることが多いです。  

AE透明度 E

と う め い ど

 

透明度板（セッキー円板）と呼ばれる直径 30cm の白色円板を水中に沈め、水面から見えな

くなるまでの深さを m で表したもので、高ければ高いほど水が澄んでいることを示します。

主に湖沼、海洋などの水深の大きい水域で測定されます。 

AE特定外 E

とくていがい

AAE来生物 E

らいせいぶつ

 

外来生物うち、人の生命・身体や生態系、農林水産業などに被害を与える侵略的な外来生物

をいいます。特定外来生物法（特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律）

によって、飼育や栽培、保管、運搬、輸入することを厳しく規制しており、違反者には最大

で 1 億円の罰金が科せられます。 
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トリハロメタン 生成
せいせい

能
の う

 

トリハロメタンは、水道水に含まれる有機物質と、消毒に使用される塩素が反応を起こすこ

とにより生成され、発ガンの恐れや、腎臓、肝臓障害や中枢機能低下を引き起こす物質だと

いわれています。トリハロメタン生成能とは、一定の条件化でその水が持つトリハロメタン

の潜在的な生成量をいい、具体的には一定の pH（7 ± 0.2）及び温度（摂氏 20 度）におい

て、水に塩素を添加して一定時間（24 時間）経過した場合に生成されるトリハロメタンの

量で表されます。 

内水 E

ないすい

AAE氾濫 E

はんらん

 

河川の水位が上昇した時に、支川や水路の水が河川へ排水できず氾濫することをいいます。 

75％AE値 E

ち

 

全データを小さい方から並べた時の、（データ数× 0.75）番目の値をいいます。BOD（COD） 

の水質測定結果の評価方法の一つで、水質環境基準の適否の判定等に利用されます。 

2-A E M I B E

えむあいびー

A、ジェオスミン 

湖沼等で富栄養化現象に伴い発生するある種の植物プランクトン（藍藻類）や特定の微生物

により産生される異臭物質です。ごく微量含まれているだけでもカビや墨汁のような特有

な臭気をつけることから、水道の水質基準として設定されています。 

A E農業 E

のうぎょう

AA E集落 E

しゅうらく

AAE排水 E

はいすい

AAE処理 E

し ょ り

AAE施設 E

し せ つ

 

農林水産省の補助事業により農村地域に整備される生活排水を処理する施設のことをいい

ます。 

A E農業 E

のうぎょう

AAE用水 E

ようすい

 

水田かんがい用水、畑地かんがい用水、畜産用水に使われている水の総称です。水田かんが

い用水が大部分を占めています。 

AE排水機場 E

はいすいきじょう

 

支川水位より本川水位の方が高い場合に、洪水を逆流させずに、強制的に水位の高い本川に

排水する施設のことをいいます。ポンプ施設と水の逆流を防ぐ水門等の設備からなります。 

ビオトープ 

ギリシャ語で、「生命」を意味する「bio」と「場所」を意味する「topos」を語源として組

み合わせたドイツ語の言葉「Biotop」です。 

本来その地域にすむ様々な野生生物が生息できる空間であり、その状態を保持し、管理され

る場所のことをいいます。 
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AE非 E

ひ

Aかんがい AE期 E

き

 

農地に外部から人工的に水を供給しない期間をいいます。 

フィードバック 

実行したその結果を、計画段階に戻して反映（調整、改善、修正）し、結果を調整すること

です。 

AE普及 E

ふきゅう

AAE指導員 E

し ど う い ん

 

農業者に接して、農業技術の指導を行ったり、経営相談に応じたり、農業に関する情報を提

供し、農業技術や経営を向上するための支援を専門とする、国家資格をもった都道府県の職

員です。 

AE浮 E

ふ

AAE葉 E

よ う

AA E植物 E

しょくぶつ

 

沼底に根をはり、葉が水面に浮く植物のことをいいます。 

干拓前の印旛沼では、ガガブタ、トチカガミ等 9 種が確認されていましたが、現在では種

数・生育域ともに減少しています。 

AE放水 E

ほうすい

AAE路 E

ろ

 

治水対策として河川の途中から分岐する新しい川を掘り、海や他の河川などに放流する人

工水路のことをいいます。分水路とも呼ばれることもあります。 

AE法定 E

ほうてい

AAE計画 E

けいかく

 

法律に基づいて定められた計画であり、拘束力を持ちます。行政への義務付けや、地権者の

私権を一部制限することがあります。 

マスタープラン（基本
き ほ ん

計画
けいかく

） 

事業全体の基本となる将来構想のことで、その実現のための各種計画・事業の整合をはかる

総合的な指針としての役割を果たします。 

面源 E

めんげん

AAE負荷 E

ふ か

 

汚濁の排出点を特定できない汚濁発生源のことをいいます。印旛沼・手賀沼の湖沼水質保全

計画の場合，面源負荷としては，山林，畑地，水田，市街地等から排出される負荷，湖面へ

の降雨による負荷を考慮しています。 

モク 採
と

り 

水草のうち水中にある植物（沈水植物）のことをモクといい、かつての印旛沼では、モクを

採って肥料にしていました。モク採りは、肥料としての利用以上に、湖の生態系を管理する

役割も果たしていました。 
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谷津 E

や つ

A・AE谷津田 E

や つ だ

 

標高 30 ～ 40m の平坦な下総台地に樹枝状に入り込んだ、幅の狭い侵食谷のことをいいま

す。湿地となった谷津の低地を利用した水田のことを谷津田といいます。 

A E流域 E

りゅういき

 

雨水がひとつの川に集まってくる範囲をさします。山の稜線（尾根）が流域界となります。

道路・交通が発達する以前は、流域単位で生活・文化が発達してきました。 

A E 流量 E

りゅうりょう

 

河川を流れる水量のこと、または、その水量の単位のことをいいます。 

A E Y E

わい

A.A E P E

ぴー

A. 

江戸川の河口の平均潮位を基準（Y.P.0m）とした高さのことをいいます。東京湾の平均潮位

（T.P.）より約 84cm 低くなります。 

ワンド 

河川や湖沼にある入り江のことをいいます。流れが緩やかなため、様々な生物の良好な生息

場になっています。 
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